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去る4月1日（日）、日本医師会館において標
記代議員会が開催された。
本会からは、宮城信雄代議員、小渡敬代議

員、金城進代議員と小生（玉城）の4名が出席
した。
定刻になり、石川議長から開会が宣され、挨

拶が述べられた後、受付された出席代議員の確
認が行われ、定数350名中、4名欠席、346名の
出席で、過半数以上の出席により、会の成立が
確認された。その後引き続き、石川議長より議
事録署名人として、末長敦代議員（岡山県）、
須藤俊亮代議員（山形県）が指名され、議事が
進行された。
唐澤会長は所信表明（別紙参照）の冒頭で、

過日の能登半島地震により石川県をはじめ近隣
の地域において犠牲となられた方に対するご冥
福と、お見舞の言葉を述べられた。また、当日

『グランドデザイン2007』が資料として配布さ
れ、同グランドデザインについて、唐澤会長は
「医療提供体制と国民皆保険制度を堅持し、国
民の安心を守り、最善の医療を提供したい、そ
の気持ちで『グランドデザイン2007』を取りま
とめた。希望を持てる未来を実現するために挑
戦し続ける気概を込めた。今回のグランドデザ
インは「総論」として、大きな方向性を示すに
留めている。今夏までに「各論」を策定し、基
本的医療政策として発信したいと考える。」と
述べた。その後、小森貴代議員（石川県医師会
長）から、被災者を代表して、全国から寄せら
れたお見舞いに対するお礼が述べられた後、県
医師会及び地区医師会、医療関係者、住民等
が、今後更に一丸となって復興に努めていくこ
とを誓う旨決意を述べられた。

第116回日本医師会定例代議員会

副会長　玉城　信光
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続いて、竹嶋副会長から会務報告が行われた
後、議事6議案の審議並びにブロック代表質問
（7題）、個人質問（18題）が行われた。
特に7対1入院基本料をめぐる「看護師不足

について」質問が相次ぎ、これに対し答弁した
竹嶋副会長は、新卒看護師の大量確保だけでな
く、中医協建議の後も既存の看護師の引き抜き
が起きていると聞いている。日医では4月1日
時点の各病院の採用状況の調査を都道府県医師
会にお願いして実際の正確な数字を出したい。
特別入院基本料算定条件の一つである夜勤72
時間以内の規制緩和については厚労省に働き掛
けていきたい。自民党社会保障制度調査会鈴木
会長、木村会長代理等に対して、中医協建議後
も地域医療の混乱が続いている状況にかんが
み、前倒しできる策は早期に実施してほしいと
の要望を出していると述べた。
また、「療養病床の再編問題について」につ

いて竹嶋副会長は、患者に必要不可欠な医療が
提供できるよう、必要な病床数はなんとしても
確保していくことを強く主張している。具体的
には、昨年、療養病床の再編問題について会員
にアンケート調査を実施し、新しい資料作りに
取り組んでいる。出来あがれば中医協に提示し
ていきたいと述べた。
「診療行為に関連した死亡の死因究明等のあ

り方に関する課題と検討の方向性（厚生労働省
試案）」について答弁した木下常任理事は、診療
行為に関連して不幸にして死亡した事例につい
て、予期せぬ死亡例だからといってすべて届け
出るのではなく、届け出は担当医が死亡診断書
を書けない場合とすべきであり、届け出先は、
所轄警察署ではなく、厚労省内に新たに組織を
つくって、そこに届けるべきであると述べた。
「周産期医療の崩壊」について答弁した今村

定臣常任理事は、無過失補償制度の創設はすで
に政府で予算化がなされ、出来るだけ早い時期
の制度の施行に向け鋭意努力している。看護師
の内診問題については、厚生労働省看護課長通
知の廃止・見直しを強く求めてきた結果、3月
30日に医政局長通知という形で決着をみた。こ
れについては、4月2日に都道府県あてに発送

される予定である。助産師不足問題への対応
は、厚労省看護課と協議し、助産師養成定時制
コースの設置を決定したので、医師会立学校で
の開設を検討して欲しい。補助金の増額、設置
基準の緩和などについては当局と引き続き交渉
していくと述べた。
「日本の医療提供体制の危機と日本医師会の

対応」について答弁した唐澤会長は、今日の医
療の状況を展望ある方向に打開すべく「国民医
療推進協議会」などいくつものかかわりを通
じ、ITやネット情報など双方向性の情報戦略を
展開しつつ、多面的で総合的、実効性のある活
動を推進していく。将来におけるわが国の医療
制度に対する日医の考え方は、「グランドデザ
イン」の中で述べている。今後、このグランド
デザインは政府・与党をはじめ関係各方面に広
く配布する予定である。万が一、医療制度改革
関連法の実施に当たって、我々が示した「グラ
ンドデザイン」の内容に反する施策が推し進め
られるような事態が起こった際には、国民医療
推進協議会各参加団体と協力して全国的な活動
を展開する覚悟であると述べた。一方、中川常
任理事は国民医療推進協議会を5月中旬までに
開催する予定と述べ、財務省の財政制度等審議
会の平成20年度予算に関する建議や「骨太方
針2007」の他、厚生労働省の平成20年度予算
の概算要求の時期よりも前に国民医療推進協議
会を開催し、先手を打って医療政策を提言する
と述べた。
この他、「後期高齢者医療制度」、「日医の広

報戦略」、「日医総研の活動状況」、「医師免許更
新制」等についても活発な質疑が交わされた。

議　事

第1号議案　平成18年度日本医師会会費減免申請

の件

宝住副会長から資料に基づき提案理由の説明
があり、賛成挙手多数により原案のとおり承認
された。
第2号議案　平成19年度日本医師会事業計画の件

第3号議案　平成19年度日本医師会一般会計予算

の件
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第4号議案　平成19年度医賠責特約保険事業特別

会計予算の件

第5号議案　平成19年度治験促進センター事業特

別会計予算の件

第6号議案　平成19年度医師再就業支援事業特別

会計予算の件

上記第2号議案～第6号議案については関連
議案として一括上程され、第2号議案について
は竹嶋副会長より、第3号議案～第6号議案に
ついては宝住副会長よりそれぞれ提案理由の説
明が行われた。
なお、議案の審議については、議事進行の都

合により、議長から予算委員会を設置して当委
員会に一括審議を付託することが提案され、賛
成多数で承認された後、予算委員25名がそれ

ぞれ指名され、別室にて審議が行われた。
その後、予算委員会の横倉委員長より、第2

号議案～第6号議案について、担当役員から説
明を受け、慎重に審議した結果、全会一致で原
案どおり承認した旨報告が行われた後、表決に
移り賛成起立多数で原案どおり承認された。

第65回日本医師会定例総会

総会は、先ず唐澤会長より開会の辞が述べら
れた後、次の3点について報告が行われ、全会
一致で承認され、会を閉じた。
（1）庶務及び会計の概況に関する事項
（2）事業の概況に関する事項
（3）代議員会において議決した主要な決議に関
する事項

本日は公私共にご多忙の中、早朝より先生方
にはご出席賜りまして、誠にありがとうござい
ます。
また、前年度、私ども執行部を担当させてい

ただきましてより、本会会務運営につきまし
て、多大のご指導、ご支援をいただきまして、
厚く御礼を申し上げます。
過日の能登半島地震により、石川県をはじめ

近隣の地域におかれまして、犠牲となられた方
に対する心からのご冥福と、多数の負傷者並び
に被災された方々に心よりお見舞い申し上げる
次第であります。余震はいまだ続いており、家

屋倒壊や道路の亀裂、土砂崩れなどによって、
断水をはじめ避難された方々には、大きな不
便、不安の中に過ごされております。一刻も早
い地震の収束と、復興を祈念申し上げます。
さて、わが国は、地震をはじめ火山噴火など

常に様々な自然災害の危険にさらされておりま
す。さらに地震の活動期にあるといわれる今日、
私たちは国民の健康と生命の確保・維持に係わ
る者として、全国各地域の地震やその他の災害
発生の予知・予測や対策のための最適な体制が
整備されるよう強く期待するものであります。
この一年間、職務を担当させていただく中

で、様々に現在の医療をめぐる状況を俯瞰いた
し、また各分野の識者の方々のご意見を拝聴さ
せていただきました。それを踏まえて、今年度
の会務運営に取り組んでまいりますうえでの、
基本的な行動規範といったものを申し述べたい
と存じます。
先に述べましたように、この国土に生活する

者としての基本的な取り組み方として、日常生
活上、健康確保あるいは生命の安全のために、
予測や予見に基づいた危機管理のためのできる

日本医師会唐澤 人会長所信表明
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限りの方策やその体制を整備する気構えが、常
時必要ではないかと考える次第であります。
また、同様な意味で、戦災も生命の安全に多

大の係わりがあります。わが国は先の大戦の混乱
期より60年以上が経過しました。この間、今日
までわが国は世界平和を希求して核武装を否定
し、戦禍のない時代を過ごすことができました。
そのようなわが国の安定した状況にもかかわ

らず、今も世界各地で国際紛争や武力衝突が繰
り返され、各地域紛争によって、幾多の一般市
民が戦乱の犠牲になっており、戦禍を避けた多
くの難民が困難な生活を強いられております。
ことに幼小児の悲惨な状況は目を覆うばかりで
あります。
このような中、多くの国々にとって、この21

世紀からどのような時代に向かうのか、今日が
文明発祥以来、最重要な時期にあるように思え
てなりません。
先進諸国では科学・技術が大きく進歩しまし

た。東京大学 小宮山宏総長先生は地球エネル
ギーと環境問題を論じられる中で、科学的知見
について、「先端科学は、医療も含め細分化し、
いまや科学の全体像が喪失しつつあり、知識が
爆発的に膨張するとともに、全ての分野で科学
的知見の構造化がますます必要となってきた」
とおっしゃっています。すなわち、「全体像を
持つ人間の育成が重要であり、そのことを社会
が要請しはじめている」とのお話から、「知の
構造化」、そして「自律分散協調系」を追求す
る分野の発祥と発展が最重要という学説を披瀝
されました。
私は、わが国土の自然条件と地球規模の国際

的現況についてなぞったお話をしてまいりました
が、今後の日本は、世界中どの国も経験したこ
とのない少子化と同時に、超高齢社会に突入し
ます。エネルギー資源、食料資源に乏しく、予
期せぬ自然災害が頻発するわが国にとって、ど
のようにこの状況を切り開いていくか、諸課題
が山積するわが国が、今日までの実績を基にし
て、いかに世界の期待に応えることができるか、
真摯に取り組んでいかなければなりません。
しかし、わが国がすべての課題を解決するた

めの知見は、世界のどの国にも用意されていな
いのです。
わが国は、これから世界の誰も経験したこと

のない、課題山積の中に突入します。日本は、
世界のお手本になるような課題解決先進国にな
っていくことが求められているのです。科学技
術先進国の日本国民は、今、社会保障制度の確
保に最大の関心を持ちつつあります。自国の自
然風土に培われた日本文化と、未来の地球的課
題に初めて挑戦するスタートラインに立ったと
認識することが重要です。
私は、科学が凝縮している医学の使命は、人

間の健康・生命を守るという人間の安全保障に
貢献することだと考えています。そのために
は、医学・医療を専門分野として「構造化」
し、本来の使命を達成できるような「新たな医
師像」を描くことが必要です。
自殺者が年間3万人を超え、親子の人間的つな

がりが希薄化し、個別的、疎外的で個人の利益
追求により価値を認めがちな、社会的連帯感や
協調行動が薄れつつある社会状況ですが、医療
を担当する者として、国民が高齢になってから
一層疎外感を深めていくようなことは正してい
かなければなりません。高齢まで生き長らえるこ
とが喜ばれ、そのこと自体が価値あると認めら
れる社会をめざすことに貢献し、注力すること
が責務であると感じているところであります。
そうして、私たちは、日本がこのような様々

な人間の生存を未来に約束する健康な社会作り
によって、課題を解決してゆく方向こそが、ひ
たすら国際紛争や武力衝突を繰り返す方向以上
に、最も世界平和に貢献できることを証明でき
るはずであり、そのことに力を発揮して行くべ
きであると考えております。
本日、お手元にお配りした「グランドデザイ

ン」は、課題解決への第一歩であります。
社会保障制度の行方が大きく論じられる今

日、日本医師会は、その中核にある医療提供体
制と国民皆保険制度を堅持し、国民の安心を守
り、最善の医療を提供したい、その気持ちから
「グランドデザイン2007」を取りまとめました。
ここでは、国民のニーズを再認識するという
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ところからスタートしました。国民は医療に対
して不安を抱き、それは格差社会、そして高齢
期の不安につながっています。1990年代の失わ
れた10年に続く2000年代の厳しい改革圧力で、
国民は未来に希望を抱いていない状況にありま
す。国民の希望と幸せは、生命と生計の不安が
解消されてこそもたらされます。そして、それ
を支えるのが社会保障であります。現況のよう
な社会保障が財政危機の責任を負うという発想
は、ことの順序が違うということを認識する必
要があります。
常に国民と向き合いつつも、国民と同じ方向

を向いているわれわれ医師は、医療のみでな
く、医療制度のあり方についても最善を尽くす
責務があります。希望を持てる未来を実現する
ために挑戦し続ける気概を「グランドデザイン
2007」に込めました。
今回のグランドデザインは「総論」として、

大きな方向性を示すことに留めています。今夏
までに「各論」を策定し、基本的医療政策とし

て発信したいと考えています。この内容につき
まして、機会を改めて、じっくりとご意見、ご
批判をいただきたいと思います。
そして、いかなるときもわが国を支えてこら

れた国の宝である高齢者を、感謝の気持ちで全
国民の総力を持って支える理念を具現化し、礼
節を持って応える心優しい福祉国家への扉を開
きたいと思います。
本日上程いたしました各議案の詳細につきま

しては只今からの説明と、本日全分野にわたり
ご質問をいただいておりますので、各審議事項
に沿って基本的な課題や会務運営の具体的内容
に応じ、ご説明申し上げることとさせていただ
きたく、お願い申し上げます。
各議案につきまして、慎重にご審議いただ

き、ご承認賜りますようお願い申し上げますと
ともに、今後とも役員が全力を持って活動して
まいる所存でございますので、よろしくご理解
とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

印象記

副会長　玉城　信光

平成19年4月1日に日医会館で開催された。昨年は会長選挙で2日にわたる大変くたびれた日程
であった。今年度は1日なので気持ちの上では少しゆっくりと出て行けた。
駒込駅前の桜も満開で六義園のしだれ桜も満開のようで多くの入園者が並んでいる。
九州地区の代議員は5階の会議室に集合し代議員会の開始を待っている。今日の議事運営に関

して鹿児島の米盛会長より説明がある。質問時間、関連質問の時間を厳守してほしい。なぜな
ら？？？　
今年の代議員会が早く終わるとは甘い期待のようである。代表質問（各地区で取りまとめた質

問）が全8ブロックの中で東京を除き7ブロックから質問が出されている。さらに個人質問が18も
あるのだ。15時30分までに終了して、総会が開かれる。私たち沖縄は総会を引けさせていただい
て、上野に桜見物としゃれ込む予定であった。
4月の代議員会は19年度事業計画と19年度予算の審議である。別ページの報告のように唐澤
人会長の挨拶に続き事業計画の承認がされ、予算の審議に入った。
一般会計収入15,528,308千円、医賠責特約保険事業特別会計861,001千円、治験促進センター

事業特別会計1,179,196千円、医師再就業支援事業特別会計95,914千円である。
これらの内容を検討するために予算委員会の先生方が別室で検討をおこなった結果、原案通り

洋 祗
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可決された。
個人質問、代表質問たくさんあるが、興味を引いたものをいくつか述べる。
死因究明制度で異常死の報告を警察ではなく厚労省内に届けができるような組織を作りたい。

日医のCM放送や読売、朝日全国紙への広告は大変好評であった。これからも日医のイメージア
ップを図っていきたい。看護師の内診問題はマニュアルに基づき、産婦人科医師の指導のもとで
行ってよいという通達が出るであろうといわれた。助産師コースに対して資金需要が大きいので
設立一時金を増額するようにお願いしたい。
たくさんの質問があり、答弁する中で今年の日医の委員会を通じての活動の具現化と行政との

折衝が重要であると感じられた。
遅くなった会議を終え、急いで上野の山にいくと、人人人の大混雑である。白っぽい桜を見な

がら羽田へと急いだ。

印象記

副会長　小渡　敬

平成19年4月1日、日本医師会館で第116回日本医師会定例代議員会が開催された。代議員定数
350名中欠席者はわずか4名であった。唐澤会長の挨拶では、これからの医療制度のあり方につい
て日医の基本的医療政策として「グランドデザイン2007」を総論ではあるが策定したと報告があ
り、この夏までに各論を策定すると述べていた。今後、この日医の医療政策がどこまで国の政策
に取り入れられるか、注視していきたい。
次に、会務報告とブロック代表質問までは時間通り進行したが、今回は個人質問が多く、また

関連質問をする代議員も多かったため終了時間が大幅に遅れ、終盤では退席する代議員が多かっ
た。私も長時間座ったままで甚だ疲れた。
質問では、特に7対1入院基本料をめぐる看護師不足について各県から質問が相次いだため、答

弁した竹嶋副会長は各病院の採用状況について、実態調査を行い正確な数字を把握したいと述べ
ていた。また、夜勤72時間以内の規制緩和についても厚労省に働きかけると話していた。療養病
床の再編問題についても多くの質問が出されていたが、これについても会員にアンケート調査を
実施し新しい資料作りに取り組み、中医協に提示していきたいと述べていた。いずれにしてもこ
れらの問題については、容易に解決することは困難なような印象を受けた。今後、さらに大きな
問題になる可能性があるように思われる。
診療行為に関連した死亡いわゆる「異常死」の届け出問題については、不幸にして死亡した事

例について、予期せぬ死亡例だからといって全て届け出るのではなく、届け出は担当医が死亡診
断書を書けない場合とすべきであり、届け出先は所轄警察署ではなく、厚労省内に新たに組織を
作ってそこに届け出るべきだと述べていた。
その他、「周産期医療の崩壊」「助産師不足」「看護師の内診問題」等の質問がなされ、日医とし

て解決に向けて鋭意努力していると回答があった。来年4月に施行される「後期高齢者の医療制
度」については日医案と厚労省案は対峙しており、今後、日医執行部にはしっかり取り組んで頂
きたいと思った。
また、前回の会長選挙で生じた近畿ブロックとのしこりは、前回の代議員会ほどではないが、

今回もまだ一部尾を引いており、やや揚げ足取り的な質問も見受けられた。
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去る3月29日（木）午後7時15分よりパシフ
ィックホテル沖縄において、第183回定例代議
員会が開催された。
まず、新垣代議員会議長より定足数の確認が

行われ、定数53名に対し、43名の出席が確認
された。
定款第34条に定める過半数に達しており、

本代議員会が有効に成立した旨宣言され、議事
録署名人に中部地区医師会の名嘉恒守代議員、
浦添市医師会の下地克佳代議員が指名された。
又、冒頭宮城会長から次ぎのとおり挨拶があ

った。

宮城会長挨拶

本日は、第183回定例代議員会を開催いたし
ましたところ、各地区医師会におきましては年
度末で非常にご多忙の中をまげてご出席をして

いただきましてあり
がとうございます。
さて、私ども執行

部が発足をしてまも
なく1年が経過しよ
うとしております。
この間、執行部が一
丸となって就任時に

掲げました地域に根ざした活力ある医師会を目
指して、その柱となる地区医師会と県医師会と
の連携強化、地域医療並びに保健・医療・福祉
に関する県行政への提言、医師会活動の拠点と
なる会館建設の推進等について積極的に取り組
んできました。
具体的には地区医師会との連携強化を図るた

めに、地区医師会長会を定期的に開催し、本会
からの情報提供、それから、各地区の懸案事項

第183回沖縄県医師会定例代議員会
－平成19年度事業計画、諸収支予算を承認－



2007沖縄医報 Vol.43  No.5
報　　告

－9（397）－

について種々意見を交換してまいりました。お
互い認識を一致させようということで努力をし
てまいりました。
県への提言につきましては、今年度は特に医

師確保対策等について、県の委員会で積極的に
発言を行ってきましたが、きょうの朝刊でも報
道されておりますように、来る4月から仲井眞
知事のご尽力によって医療政策参与として、玉
城信光副会長を派遣することになっておりま
す。保健・医療・福祉の全般にわたって提言を
していきたいと考えております。
代議員の皆さんや、あるいは各地区医師会にお

いて県行政に対してご意見、ご要望等があれば本
会にぜひ意見を寄せていただきたいと思います。
内容を吟味した上で医療参与を通して県行政へ
意見を提案していきたいと考えております。
会館建設につきましては、会館建設検討委員

会の審議経過を逐次、各地区医師会へ情報提供
をし、各地区医師会から会員への周知をお願い
しております。当該問題については本日、質問
としてあがってきておりますので、後ほど担当理
事から詳しく説明をしていきたいと思います。
いずれの問題につきましても、まだ対応は不

十分でありますが、代議員各位、各地区医師会
のご協力により大過なく進めさせていただいた
と思います。そういう協力に対して心から感謝
をしたいと思います。
ご存知のとおり、昨年成立した医療制度関連

改革法案、これも概ね平成19年度、あるいは
20年度から施行されることになっております。
とりわけ改革の主眼である医療費適正化と称す
る医療費抑制政策については、各都道府県で異
なる診療報酬の策定に結びつける都道府県ごと
の医療費適正化5カ年計画の策定、疾病予防を
重視した特定健康診査、特定保健指導の実施、
それから75歳以上を対象とした後期高齢者医
療制度の創設の3点について、これらについて
は平成20年4月より施行されることとなってお
ります。
この事項というのは、国民皆保険制度を揺る

がしかねない、県民生活に直結する重要な課題
であり、沖縄県医師会としても県民本位の制度

改革になるよう、県行政へ働きかけ、保険者協
議会への参画と最大限の努力をしてまいる所存
であります。
保険者協議会というのは今度の医療制度改革

の中でも、保険者機能の強化ということと、そ
れから各都道府県、保険者を統合していこうと
いう案が出ており、そのうちの1つである保険
者協議会はすでに発足をしておりますが、沖縄
県医師会としては医師国保が正式なメンバーと
して参加をしております。
全国を見てみますと、この保険者協議会の中

に医師国保の代表が入っているのが15県にとど
まっております。それから、医師会としては医師
国保の代表を入れるということだけではなくて、
医師会の代表を保険者協議会の中に入れるよう
にという要望をしていく予定でおります。これ
は、全国的に見て鹿児島県がすでに正式なメン
バーとして保険者協議会に参加をすることにな
っておりますし、神奈川県も参加をすることに
なっております。沖縄県もそれに見習って保険
者協議会に対して正式なメンバーとして参加さ
せるようにという要望を今行っているところで
す。それにつきましては、ぜひ先生方のご協力
をお願いしたいというふうに考えております。
本日の代議員会は、平成19年度の事業計画、

諸予算案を上程してありますが、いずれの議案
につきましても、会務執行の遂行に際して大変
重要な案件でありますので、慎重にご審議の上、
ご承認いただきますようお願いを申し上げまし
て挨拶といたします。ありがとうございます。

その後議事に移り、以下の議案について各担
当理事から説明され、全て原案通り承認された。
第1号議案　平成18年度沖縄県医師会一般会

計収支予算補正の件

第2号議案　平成19年度沖縄県医師会事業計

画の件

第3号議案　平成19年度沖縄県医師会諸会費

賦課徴収の件

第4号議案　平成19年度沖縄県医師会諸会費

減免者の件
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第5号議案　平成19年度沖縄県医師会一般会

計収支予算の件

第6号議案　平成19年度沖縄県医師会用地特

別会計収支予算の件

第7号議案　平成19年度沖縄県医師会医事紛

争処理特別会計収支予算の件

第8号議案　平成19年度沖縄県医師会共済会

特別会計収支予算の件

承認された平成19年度事業計画、諸収支予
算は下記のとおり。
なお、当代議員会における質疑の要旨は次の

とおりである。

質疑応答（要旨掲載）
1．議事に関する質疑
○永山孝代議員

共済会について
は、積み立てが合
計で3億9,000万円
ほどあるということ
であるが、会館建
設に約3億円を借入
れると理解してい
る。数字的には3億

9,000万円のうち3億円を担保にしてということ
で間違いないか。そう考えてよろしいか。
回答（真栄田常任理事）

現時点で沖縄県医師会の会館建設にあたって
は現在協議中である。そのため、中部地区の学
債も踏まえて取り扱いたい。3億9,000万円の使
用の方法についてはこれから協議する予定であ
る。決まったわけではない。
○永山孝代議員

そういう意味ではなく、3億円を借りるとい
うことはほぼ間違いない訳で、担保にする資金
というのは、この3億9,000万円なのか。極端に
言えば、3億あればいいということで、あとは
代議員会とか理事会で討論すればいいのであっ
て、共済の資金のみを担保にするのかというこ
とである。

回答（宮城会長）

これはまだ執行部で論議はしていないが、3
億9,000万円のうち3億円を担保というよりも
これを建設資金に提供していただいて、それを
返すということにすれば、会館建設でも会員の
負担というのは減るのではないかと思ってい
る。これは昨日、私と事務局担当者が相談をし
て、そういう方向でいこうということを話した
だけであって、理事会ではまだ全く論議はして
いない。そういう可能性があればそういうこと
も考えていきたいと考えている。
べつに現金を担保にしなくても土地や建物が

担保になるため、そういう意味では借り入れと
いうのは現金を担保にしなくてもいいというこ
とである。そのため、共済会の積立金を、でき
るだけ有効に活用できないかという検討はやっ
ているところであり、執行部で論議をして、ま
た代議員会に諮っていきたいと考えている。
○中田安彦代議員

ぜひ執行部でよく考えて頂きたい。

2．代表及び個人質問
県医師会主催のマスコミとの懇談会について

○長嶺信夫代議員

県医師会主催の
マスコミとの懇談会
は、医師会とマスコ
ミとの医師疎通の意
味では、非常にいい
企画をやっていると
評価している。特に
稲冨執行部から活

発になったわけだが、それから考えると5カ年
になる、私は医師会報においてマスコミとの懇
談会のページをよく読んでいるが、出席する人
達がマスコミ、ふれあい広報委員の方は当然だ
が、執行部にしてもごく限られた人だけが出て
いるのではないか。マスコミはとくに8割がた
同じ人たちである。非常に仲のいい集まりとい
えばそうかもしれないが、どうもこの5カ年間
の中で、一線で活躍している、本当に取材で回
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っている方々があまり出ていないように思う。
長い間意思疎通を図って信頼関係を築いてきた
ことは非常に重要だと思うが、逆に言えば、若
手の新進気鋭の人たちを育てる、あるいはその
人たちとの意見交換というのも、今後長い目で
みると非常に重要だと思う。
それから、医師会関係者にしても、各地区医

師会や、内容によってはもっと広く呼びかけ
て、その人たちの意見を聞いてもいいのではな
いか。確かに会場経費等を考えると制約はある
と思うが、そこに使う費用を切り詰めてでも、
もっと広く呼びかけてもらいたい。この医師会
報の記事を読みながらいつも感じていること
を、質問させていただいた。よろしくご検討頂
きたい。
回答（玉井理事）

マスコミとの懇談会は、現在年間4回開催さ
れている。これまで福島県大野病院の産科医師
逮捕の問題や、介護保険制度と医療保険制度改
正に関わるさまざまな問題、医療難民、小児救
急の問題や医師確保の問題などについてマスコ
ミ等と忌憚ない意見の交換が行われてきた。
回を重ねるごとに、お互いの理解が深まっ

て、県民の福祉に寄与するという共通の認識を
持ちうるところまでやって来れたと感じてい
る。これは、これまでに、この会に携わってい
ただいた医師会の広報委員、ふれあい広報委
員、そして、医師会執行部のたゆまない努力の
賜である。
今後の会のあり方において、広く医師会会員

の参加を呼びかけることは、やぶさかではない
が、なにしろ会場や予算の都合上、無制限とい
うわけにはいかない事情がある。可否に関して
当方に委任していただけるのであれば、県医師
会報などに今後の懇談会日程や次回開催の告知
などを掲載し、興味のある先生方には事前に地
区医師会の事務局を通じて県医師会事務局にご
連絡をいただくなどの方法を今後検討していき
たい。さらに、これまでも執行部以外、ふれあ
い広報委員、または広報委員以外の先生にも出
席いただいた過去の実績はある。少ないが、や
はりテーマに応じてはそういうこともこれまで

もやってきたし、各先生方に声はかけていきた
いと思っている。
また、マスコミ側の出席者に関しては、マス

コミ各社において医療関係担当者を中心に人選
して参加していただいている。確かにメンバー
が固定化しているというご批判はあろうかと思
うが、マスコミ側も医療関係に特化したメンバ
ーを派遣しているという事情を考えれば、理解
しておきたい。
もとより、信頼関係の構築には人対人の信頼

が不可欠と考え、5年間をかけて形成してきた
現在の信頼関係である。これを最も大切にして
いきたいと考えている。
ただし、今後、マスコミ各社から参加メンバ

ーの変更や複数参加の要望があれば、それに応
じる可能性はある。
○長嶺信夫代議員

今まで本当にご苦労だと思っているが、現場
を走り回っている新進気鋭の若手にもっと積極
的に呼びかけてほしい。

新しい県医師会館の建設について

○友寄英毅代議員

これは、もちろん
会館建設に反対す
るものではなくて、
大いに期待をして
いるという質問で
ある。会館建設に5
億5,000万円以上の
予算を計画してい

ると聞いているが、新会館のコンセプトと規模
設計の詳細についてご説明いただきたい。まだ
全部は決まってないだろうと思うが、お答えで
きる範囲で答えていただきたい。
それから、新会館にかかる予算の詳細及び根

拠について、会員の負担額も含めてお教え頂き
たい。先ほど内部のお金を回して使うという話
もあったので、そうすると、会員の負担は少な
くなるかと思うが、お答えできる範囲で教えて
いただきたい。
また、現在、医師会活動を行う際、ホテル等
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を使用しているが、その費用を含めて新会館を
つくることによってどの程度節約できるのか教
えて頂きたい。
回答（真栄田常任理事）

新会館のコンセプトと規模ということだが、
資料に示す外観を見ていただいて感じることが
あると思うが、会館建設委員会で検討し、まず
機能性を大優先にしている。それから、重厚感
のある医師会館としたい。その2つをポイントに
絞って、図面も3、4回程引きなおしてもらった。
この会館の機能については、医学会総会を行

うための会場が確保できるように会議室を配置
している。また、中ホールを3階に用意している。
それから、2階は会議室がたくさんある。1階

は事務局及び会議室、会長室、その他もろもろ
である。またバリアフリー化を目指している。
また、会館は県立南部医療センター・こども

医療センターに隣接しており、県道及び国道が
交差する十字路に向かって県医師会館を設置す
る予定である。
会館の建物は3階建てで坪数を803坪として

いる。隣にある薬剤師会、後ろに位置する小児
保健協会と地形的にみると一番低い位置にあ
る。そのため、建設にあたっては2階よりは3階
のほうが機能も十分まかなえるし、重厚感もあ
るということになり、当初2階建てと3階建て
を検討してきたが、一応3階建てということに
決定している。
また、駐車場も約140台分予定している。南

風原の条例で敷地の6％は緑化に当てなければ
ならないとのことで、当初160台ぐらい予定し
ていたが、これを140台まで狭めて緑化を6％
維持する形で進めている。
県医師会館の設計にあたっては、常に会館建

設委員の協議の後に各地区医師会の理事会でも
ご審議、あるいは提案いただき、必ず会館建設
委員会と各地区医師会の理事会との協議の結果
を踏まえた上で進めてきている。そのため、県
医師会の会館建設委員会だけで話を進めてきた
わけではなく、各地区医師会の理事会の意見も
かなり取り入れてきた。特に重要事項において
は、必ずフィードバックの形で各地区医師会の

理事会の協議事項に加えていただき、その結果
を踏まえて建設委員会の中で協議するという手
法で進めている。
来月で10回目の開催になるが、全会員の意

見が反映されるようにつくっていきたいと思う
ので、ご支援をお願いしたい。
新会館にかかる予算の詳細及び根拠について

だが、会館建設に係る工事概算見積額は、設計
監理料、土地開発申請作業料、建築工事費、設
備工事費、備品費を含めて総額が5億4,000万
円程度になる。
その他に初年度に発生する経費といたしまし

て、会館建設の確認、検査の手数料、不動産取
得税など約1,600万円程度を見込んでいる。
自己資金については、用地特別会計の残金を

使わせていただくことになっているが、その資
金が約2億円となっている。
平成18年度までの会館建設積立金が4,200万

円であるので、建設費の不足分は銀行借入を3
億円予定している。
会員から徴収する会館建設にかかる負担金に

ついては、過去の用地特別会計の納付者の対応
については十分に検討し賦課徴収額を決定して
いく。
また、会館の維持管理費については、高齢会

員を除く全会員から徴収していく方向で検討し
ているが、まだ決定したわけではない。現在、
委員会では徴収する負担額、会館建設費、維持
管理費を合計して、おおよそ月額でA会員は
3,000円程度、B・C会員は1,000円程度で検討
している。
また、この支払い年数も20年あるいは25年

ということであるが、まだ決定したわけではな
い。今後とも協議して各地区医師会の理事会の
協議を経て決定していきたい。
費用対効果の件については、平成18年度の

実績で計上したところ、200人以上参加する講
演会あるいは祝賀会等、従来どおりホテル等を
使用する催しはそのままにして、その他、医師
会館を使用することにより約300万円程度会場
費が減額になると思う。
現在の状況は、以上のとおりである。
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助産師養成課程の設置について

○伊集守政代議員

先日の地区医師
会連絡協議会にお
いて産婦人科医不
足のことが協議さ
れているが、沖縄
県においては、その
パートナーである助
産師も同様に不足
している。

特に、民間医療機関での助産師不足は極めて
深刻で、当県では全分娩の5割が民間の医療機
関で取り扱われているが、民間医療機関に勤務
する助産師は1割にすぎず助産師ゼロの施設が
3割もある。
現在、県立看護大学、琉球大学保健学科で助

産師が養成されているが、年間の県内就業者は、
1、2名程度でほとんど意味をなしていない。
県当局は助産師不足の対策として、未就業助

産師の掘り起こしを行っているが、急場しのぎに
すぎず、根本的な対策にはならないと考える。
沖縄県では、平成17年度の行財政改革によ

り県立浦添看護学校への助産師課程を設置しな
いことを決めているが、それを撤回し、同校へ
の助産師養成課程の設置を要望する。
先ほど玉城副会長の事業計画において、意思

表明があったが、改めて執行部の考えをお尋ね
したい。
回答（嶺井常任理事）

大学での助産師養成は、ご指摘のごとく、現
在「科目選択制」での養成となっているため、
その養成数には限りがあり、卒業後の県内就業
状況は、周産期医療現場の助産師需要数を満た
す状況には至っていない。
助産師の絶対数が全国的に不足している中、

厚生労働省は、平成18年12月、病院・診療所
に勤務する看護師が就業しやすい助産師養成所
の設置を促進するため、「助産師養成所の運営
に関する指導要領」を一部改正している。その
改正によって、看護師養成所と助産師養成所と
の併設が解禁され、助産師不足解決の1つの選
択肢になるものと考えている。
幸いにも県議会の中には、その重要性を認識

する議員もいるため、4月の早い時期に文教厚
生委員の先生方と意見交換の場を設け、今後の
助産師養成並びにその確保について、積極的に
働きかけていきたいと思っている。
また、看護職員の養成・確保については、元

来、国や県が行うべきものであり、数年以内に
民間移譲が検討されている県立浦添看護学校に
ついては、引き続き、県立での存続を求め、さ
らに助産師の養成についても働きかけていきた
いと考えている。

「いきいきグループ紹介」のコーナー 
（1,000字程度） 

　各研究会、スポーツ同好会や模合等の活動紹介な

どを掲載致しますので、どうぞお気軽にご紹介下さい。 
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みだし常任委員会が3月17日（土）午後4時
から大分全日空ホテルオアシスタワーで開催さ
れた。
始めに、嶋津九州医師会連合会長より「今回

の常任委員会並びにこの後開催される九州ブロ
ック日医代議員連絡会議で、大分県医師会が担
当する九州医師会連合会の諸行事は終了するこ
とになる。後は監査会と長崎県医師会への事務
引継ぎを残すのみで、この1年間、各県医師会
の皆さんには多大なご協力ご支援をいただいた
ことを感謝申しあげます」との挨拶があり、会
次第に沿って報告・協議が行われたので概要に
ついて報告する。

報　告
（1）九州ブロック日医代議員連絡会議について

（大分）

当常任委員会終了後、午後5時から開催され
る「九州ブロック日医代議員連絡会議」につい
て、日医委員会報告として地域医療対策委員会
は沖縄県の大山朝賢委員から、又、医療関係者
委員会は鹿児島県の野村秀洋委員から報告され
る旨説明があった。（報告時間は20分、質疑応
答10分）

協　議
（1）第116回日本医師会定例代議員会開催に伴

う九州ブロック日医代議員連絡会議の開催

について（長崎）

4月1日（日）に第116回日本医師会定例代議
員会が開催されることから、例年どおり九州ブ
ロックの連絡会議を午前9時から日医会館（九
州ブロック控え室）で開催する旨提案があり了
承された。

（2）九州医師会連合会第287回常任委員会の開

催について（長崎）

「第287回常任委員会」を来る4月14日（土）
午後4時からホテルニュー長崎で開催し、引き続
き常任委員会終了後「九州医連連絡会常任執行
委員会」を開催したい旨提案があり了承された。
尚、懇親会はご夫人同伴で出席をお願いし、

唐澤会長並びに竹嶋副会長のご出席も予定して
いるとの説明があった。

（3）平成19年度九州医師会連合会医療保険対

策協議会の開催について（長崎）

先の九医連の協議会で「診療報酬改定に対す
る要望とりまとめ」を早期に開催することにな
ったことから、4月21日（土）午後3時から博
多都ホテルで開催する旨通知したとの説明があ
り了承された。

（4）九州医師会連合会監査会・事務引継の開

催について（大分）

大分県医師会が3月を以って九州医師会連合
会の当番県を終了することから、4月21日（土）
に大分県医師会館で監査会（17:00）と次年度
担当する長崎県との事務引継（17:30）を開催
したいとの提案があり了承された。

（5）日本医師会年金委員会委員の推薦方依頼

について（大分）

任期満了に伴う日医年金委員会委員の推薦依
頼について、鹿児島県より推薦のあった江畑浩
之先生（60歳）を日医へ推薦することに決定し
た。（前任者は宮崎県の河野雅行先生）

九州医師会連合会第286回常任委員会

会長　宮城　信雄
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（6）第116回日本医師会定例代議員会における

代表・個人質問について（大分）

4月1日（日）に開催される第116回日本医師
会定例代議員会に九州ブロックから提出する代
表・個人質問について、提案された7題につい
て協議を行い下記のとおり決定した。
代表質問 野村秀洋代議員（鹿児島県）
「7対1新看護配置基準の見直し対策について」
個人質問の第一順位

諸岡久夫代議員（長崎県）
「医師会看護学校に於ける助産師養成に関
して」
個人質問の第二順位

宮 良春代議員（福岡県）
「一部負担金過払い通知に関する対応につ
いて」
個人質問の第三順位

蔵元昭一代議員（熊本県）並びに近藤　稔
代議員（大分県）の2題の質問をそれぞれ
第3順位として議事運営委員会で調整する
ことになった。

その他
（1）平成19年度九州医師会連合会及び各種関

連行事予定表について（長崎）

長崎県より平成19年度九州医師会連合会及
び各種関連の別紙行事予定表について、確認が
あり了承された。

（2）プライマリ・ケア学会について（宮崎）

来る5月26日（土）、27日（日）の両日、宮
崎県のワールドコンベンションセンターサミッ
トで開催されるプライマリ・ケア学会の一般演
題（ポスターセッション）並びに座長につい
て、九州各県よりご協力頂いたことについて報
告並びにお礼があった。

閉　会
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去る3月17日（土）、大分市全日空ホテルオア
シスタワーにおいて標記連絡会議が開催され、
九州ブロックから選出されている委員により日
本医師会委員会報告が行われたので報告する。
今年度は、日本医師会地域医療対策委員会に

ついて本会大山常任理事から、また、医療関係
者対策委員会について野村秀洋鹿児島県医師会
常任理事からそれぞれ報告がなされた。

大分県医師会半澤常任理事の司会により開会
されたあと、嶋津九州医師会連合会長（大分県
医師会長）から、次のとおり挨拶があった。
「各県医師会の代議員の先生方にはご多忙の

なかご来県いただき感謝申しあげます。今回
は、日医の委員会報告として、地域医療対策委
員会と医療関係者対策委員会の2題をお願いし
ているのでよろしくお願いします。」

報告
（1）地域医療対策委員会　大山朝賢委員

（沖縄県医師会常任理事）

本会大山常任理事から日医地域医療対策委員
会中間報告として纏めた「医師確保に関する喫
緊の対応」について説明を行った。以下、概要
（詳細は本誌41ページ掲載の中間報告書をご参
照下さい。）
地域医療対策委員会は平成18年8月に発足。

唐澤 人日本医師会長よりいただいた「地域医
療提供体制の今後と医師会の役割」の答申を委
員会として検討する過程において、医師確保の
問題については取り分け重要な問題と捉え、平
成18年度中に中間報告を作成することにした。
委員会は、中間報告を纏めるにあたっては、国
民・患者の視点を基本に、医師・医師会として
実行し得る現実的な医師確保対策について検討
した。

洋 祗

九州ブロック日医代議員連絡会議

副会長　玉城　信光
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報告書は、①第Ⅰ章医師需給問題のこれま
で、②第Ⅱ章日本医師会の対応、③第Ⅲ章委員
会の提言の構成となっている。
第Ⅰ章では、これまでの国の対応を説明。昭

和45年には医科大学の入学定員を1,700名増加
させ約6,000名にすると述べられ、昭和48年か
ら一県一医科大学設置が推進された。昭和61
年には昭和70年を目途として医師の新規参入
を10％削減する必要があると見解が示された。
平成10年の「医師の需給に関する検討会報告
書」でも削減の方針が示されている。
将来的には医師数が過剰になることを予測す

る医師数全体というマクロ的視点から検討がな
されたため、ミクロ的な視点として医師の偏在
問題なども指摘されてはいるものの、具体的な
へき地・離島に関する問題や診療科対策への提
言が十分であるとは言い難い。医師確保が社会
問題化してから、厚労省・文部科学省・総務省
の三省合同で「地域医療に関する関係省庁会議」
の設置、「医師需給に関する検討会」の設置、
「医師確保総合対策」の発表などが行われた。
第Ⅱ章では、これらの国の対応に対して日本

医師会が昨年公表した「日本医師会による医師
確保に関する見解」について説明。現在の医師
偏在・不足の原因は、国による永年にわたる医
療費抑制政策が根底にあると指摘。喫緊の課題
である医師確保問題への対策を、（1）安全で良
質な医療を平等に提供する体制の確保（2）勤
務医の確保（3）かかりつけ医機能の充実（4）
医師会活動の強化をコンセプトにまとめた。日
医が責任を持って取り組む主な対策としては、
3つ「ドクターバンクのネットワーク化」「女性
医師バンクの創設・実施」「地域医療のデータ
ベース化」を挙げている。
第Ⅲ章では、委員会で議論された項目とし

て、ア）研修医の地域偏在、イ）各大学の地域
定着の推進、ウ）ドクターバンクの効果的な運
営、エ）診療科の偏在対策、オ）病院のオープ
ン化、カ）地域住民・患者との相互理解、キ）
医師不足地域対策について議論が成されたこと
が記載されている。

質疑応答
池田委員（鹿児島県）

医師数を増やす、医学部定員を増やす（110
名）とのことだが、エビデンスがあっての人数
なのか。20年たって8,000名ぐらい増えたら対
応できるのかどうか。仕事量・労働時間・女性
医師のことなど、きちんとシミュレーションし
たうえで必要な医師数を出してはどうか。日医
総研で精査したうえでもう1回やり直してはど
うか。
大山常任理事

池田先生の言われることは最なことだと思
う。10人増やすというのは厚労省から出たも
の、これまでの日本の医師会は投げられたボー
ルへの対応であったが、逆に玉を投げていく、
提案を出したものである。先生のご意見を委員
会にお伝えしたい。
上野委員（福岡県）

「へき地勤務の義務化」について、会員から
たくさんのブーイングが来ている。日本医師会
から徴兵制を認めるのかという意見まである。
「義務化」に関してかなり抵抗があり、特に若
い会員に強い抵抗がある。会員への説明はどう
すればよいのか。
大山常任理事

これについては、委員会でもだいぶもめた。
非常に議論になった。現在開業している人に行
ってということではなく、新医師臨床研修を済
んだ人たちが、まだへき地に行っていないなら
ということであるが、委員会にお伝えしたい。
へき地勤務の義務化は、いずれ国が言ってく

る。国が先に決めては困るので、医師会の方か
ら提案した。
合馬委員（福岡県）

委員の一人としてお答えする。この報告書を
よく読んでいただければ「へき地や医師不足地
域での勤務の義務化を考慮する。以上のような
議論が成された。」と書いてある。かつて、厚
労省が医師のへき地勤務を義務化しようとした
が、武見先生、西島先生が頑張って取りやめに
なった経緯がある。しかし、医師不足という大
きな問題を、現在国が主導でやっているが、日
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医が何かやらなくてはならない、何らかの形で
後期臨床研修の中に離島勤務を組み込むのは制
度的には難しいことではあるが、いろいろ議論
がなされたことをなんらかの形で報告したい
と、あくまでも委員会の議論の結果を纏めたも
のであり、あとは日医執行部に対応を考えてい
ただく。また、議論の結果、解決策は見出せな
かったと書いてある。

（2）医療関係者対策委員会　野村秀洋委員

（鹿児島県医師会常任理事）

野村秀洋委員より日本医師会医療関係者対策
委員会の概要について報告があった。
本委員会は各ブロックから選出された委員と

日医執行部から竹嶋副会長、羽生田常任理事、
今村常任理事の3名が加わり計15名で構成され
ている。委員長は森下立昭香川県医師会長が務
めている。
4月唐澤会長より「看護職員の不足偏在とその

対策について」の諮問事項を頂き、現在、准看
護師問題等も含め、種々議論が展開されている。

今回報告では、①日本医師会看護職員需給調
査の結果について、②EPAと外国人看護師等の
受入れ問題について、③医師会立養成所におけ
る助産師養成定時制コース開設について、④看
護基礎教育の改正に伴うカリキュラム見直し問
題について、以上4項目について報告があった。

①日本医師会看護職員需給調査の結果について

平成17年末厚生労働省が発表した第6次看護
職員需給見通しが、現場の実態と大きく乖離し
ている点を問題視し、今後の看護職員確保対策
における基礎データを独自に把握すべく、昨年
11月下旬、日医総研協力のもと全国の病院や
看護師等養成所に対し実態調査を行った。
調査では、全国から抽出された3,185病院（有

効回答数2,091病院、回答率65.7％）と全国
1,310校の看護師・准看護師学校養成所（有効回
答数1,014校、回答率77.4％）にアンケートを送
付し、昨年10月時点のデータを取り纏めた。

調査の結果から、病院における看護職員の需
給予測については、一般病棟入院基本料の看護
配置基準に「7対1」が導入されたことを背景と
して、各地で看護師の争奪戦が激化、本調査で
以下のようなことが明らかになった。

・全国の一般病棟における7対1看護の比率は、
昨年10月末現在、病床数ベースで13.1％と
なっている。7対1看護の比率は、規模が大
きい病院ほど高い傾向が見られ、300床以上
では15.1％である。
・当面の看護配置基準の予定として、看護配置
が厚い300床以上の病院では、2009年度に病
床の6割を「7対1入院基本料」にすることが
予定されており、看護基準の引き上げが徐々
に行われるのではなく、2008年度までの短期
間で急激な引き上げが予定されている。数年
間は看護師不足が顕著になると考えている。
・また、目標とする看護配置基準を達成するた
めに病床数の削減も予定されており、1年半
で約2万床が看護配置基準のためだけに削減
される見通しである。
・看護学校養成所への求人状況の変化として、
東京以外の地域の看護師課程では、県外や都
市部からの求人が増えている。特に北海道、
東北、中国・四国、九州で顕著であった。
・看護師・准看護師不足の背景として、准看護
課程卒業者数が激減していることも要因とし
て挙げられる。准看護師の4割近くは診療所
に勤務しており、病院の看護師・准看護師不
足の問題は、今後診療所にも深刻な影響を与
えるものと懸念している。

本調査結果から得られた課題を次の2項目に
取り纏めた。

調査結果から得られた課題

1．看護配置基準の引き上げは、段階的に行う

ように方向修正すべきである（激変緩和）

・ここ約1年半の間に、急激な看護配置基準
の引き上げが予定されている。
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・看護配置基準達成のため、一般病床2万床
以上の閉鎖も検討されている。
・病棟・病床を閉鎖しても、今後1年半の間
に看護職員約7万人の増員が必要である。
しかし近年の就業者数増加分は、病院以外
も含めたすべてで年約3万人である。

・都市部の病院からの求人が増えている。給
与面で国公立病院に水をあけられている民
間中小病院では、経営が成り立たない。

2．早急に准看護師養成策を見直すべきである

・看護師・准看護師不足の背景のひとつは、
准看護師課程卒業者数が激減していること
にもある。
・病院は看護配置基準の引き上げのため、診
療所の准看護師もターゲットにしかねな
い。地域の診療所で深刻な准看護師不足が
起きる。

本調査結果を基に、去る1月31日の中医協の
場において12年ぶりとなる厚労大臣あての建議
書の提出を導き出す結果となった。また、昨日
第5回目の医療関係者対策委員会が開かれ、年
末賞与支給後の看護師の移動状況などを把握す
ることが重要だとの意見から、再度実態調査に
乗り出す予定であるとの説明があった。

○EPA外国人看護師等の受け入れについて

平成16年11月、フィリピンとの間のEPA
（経済連携協定）が大筋で合意され、日本への
フィリピン人看護師等の受け入れは早ければ今
夏以降、発効される見通しである。
この問題に関する日医の見解は、協定で決ま

った看護師等の候補者受け入れについては、基
本的に反対はしないが、これらの関係職種の養
成は、本来国が責任を持って行うものであり、
今回の決定があっても、我が国の看護師不足は
解決案とはなり得ないと考えている。
また、現在、フィリピン側で協定の議会承認

手続きが遅れており頓挫している。

○助産師養成定時制コース開設について

羽生田常任理事を中心に厚労省との強力な話
合い中、助産師不足解決の一選択肢として、医
師会立看護師・准看護師学校養成所にみだし定
時制コースを併設することが可能となったので
その概要をお伝えする。

◆コース開設の為の環境整備◆

設置者が必要書類（計画書、設置・施設設備
事業計画）を提出してから、指定・承認書を受
理するまでに最低1年を必要とする。但し、平
成20年度に助産師養成所を設置する者に限り、
平成19年3月15日までに提出期限を延長する。

◆クリアすべき主な基準◆

保健師助産師看護師学校養成所指定規則第3
条（助産師学校養成所の指定基準）により以下
のとおりである。
①入学対象者は看護師教育を受けている者
②修業年限は6月以上
③授業時間は最低22単位720時間、実習8単
位、取扱い分べん10例程度
④選任教員として助産師3人以上、そのうち1
名は教務主任であること
⑤生徒数は40人以上であること
⑥実習施設と実習指導者の確保
なお、看護師養成所に助産師養成所を併設す

る場合、異なる時間帯に授業が設定されている
ならば、普通教室、図書館、実習室の共用は可
能である。

◆助産師養成所に係る補助金◆

①助産師養成所運営費補助
平成18年度の民間助産師養成所運営に係る

運営費補助
・養成所1箇所につき 826万1千円
・生徒1人当たり 7万5,900円
・大規模養成所については
専任教員分として定員20人増すごとに

220万3千円
事務職員分として1箇所当たり 53万6千円
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従って、通常は1校当たり年間約1千万円の
運営費補助がある。

②助産師養成所（定時制）開校促進事業（予定）
平成19年度政府原案に助産師養成所（定時

制）開校促進事業　総額1,322万円内容は定時
制コースを立ち上げる際の専任教員の経費（単
年度）として、1校当たり165万円（負担割
合：国1/2、県1/2）を予定している。

現在のところ、高崎市医師会、長崎市医師
会、愛知県医師会、東京都助産師会の4ヵ所が
申し出ており、群馬県の高崎市医師会では、平
成20年4月の開校に向けて、定員20名全日制1
年課程の設立を予定している。当初夜間定時制
コースを検討したが、教員の確保が出来ず全日
制に切り替えたとのことである。また、開設準
備に必要な資金が概算で約4千万円。学生納付
金は1人当たり年間180万円だが、仮に運営費
補助金が1千万円あったとしても、借入金返済
金などにより、年間5百万円余の赤字が見込ま
れるとのことである。

○看護基礎教育の充実に関する検討会の結果に

ついて

看護職員の養成のあり方、看護基礎教員の更
なる充実を図ることを目的に昨年3月29日標記
検討会が設置された。検討会では、看護師教
育、保健師教育、助産師教育について、各ワー
キンググループで検討した内容（年数3年：看
護師は7単位、保健師は5単位、助産師は1単位
増加を盛り込んだカリキュラム見直し案）が本
年2月5日に示されている。
日医としては、各教育の単位が増加すること

は、今後の学校運営に支障を来たすと懸念して
いる。現状の医師会立養成所では対応は不可能
であると主張している。しかし、統合案につい
ては、仕方ないが賛成しうるところである。
単位数の増加は、看護師養成を更に難しくさ

せ、応募者の減少や在学生のドロップアウトな
どの要因を含んでおり、看護師不足にさらなる
拍車をかけるのではないかと懸念している。

以上、4項目について報告の後、唐澤会長の
代理として参加した羽生田俊常任理事を交え意
見交換が行われた。
諸岡委員（長崎県）

助産師養成校を来年4月の開校に向け準備を
進めているが、開校前の準備金として諸経費が
約3千万円程必要になる。準備金としての補助
金制度はないか。日医のお力添えを賜りたい。
羽生田常任理事

助産師については、現状の補助金制度以上の
話しはない。現在、武見議員へ設立に向けた準
備金について、どこからか予算が確保出来ない
かあたって貰っている。
また、EPAの外国人看護師受け入れ問題で、

フィリピン人看護師が「准看護師試験」を受け
ることが出来るかどうかについては、受けられな
いとのことである。しかし、同時に入ってくるフ
ィリピン人介護福祉士については、国家試験に
通らなかった場合に、准介護福祉士として仕事
に従事できるという法律がこの程出来ている。
横須賀委員（佐賀県）

カリキュラムの増加は学校運営に支障を来た
すため、出来るだけ増やさないで頂きたい。
羽生田常任理事

委員会では、看護師不足や地域偏在がある
中、4年生への移行は状況を更に悪化させる。
また、医師会立の看護学校ではとても養成でき
ないと主張している。しかし、当委員会の根底
には4年生へのカリキュラム移行を目論む看護
系関係者が多く存在しており、7単位増をゼロ
にすることは寧ろ4年生への期間を早めてしま
いかねない雰囲気がある。7単位をいくらか減
らして飲むしかないと考えている。座学や統合
科目等で上手く調整を行い、増えても1単位迄
だと考えている。
出来る限り負担はかけないようにするが、4

年生に結びついては困るというその両面から対
応しているのでご理解頂きたい。
福嶋委員（福岡県）

日医から暖かいお力添えを頂きながら、なる
べく早く各県に助産師養成所を作って頂きたい。
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印象記

副会長　玉城　信光

最後の大分行きである。大分から沖縄への帰りの全日空便も3月で最後だと聞いている。
今回の代議員連絡会議は、沖縄県より大山先生の日医地域医療委員会の報告と鹿児島の野村先

生の医療関係者対策委員会の報告が行われた。
1．医師確保対策
昭和48年に一県一医科大学設置が推進され、昭和61年から一貫して『医師の需給に関する検討

会報告書』で医師の過剰が述べられている。平成10年まで同様の報告がなされ、いきなり平成15
年にへき地の医師確保が困難であるといわれ始めている。看護師の問題も同様であるが、誰がど
のような議論をしてきたのか医師会も含め責任が問われる問題であると感じた。
しかしながらこれからは別紙で述べるように、日医が中心になりながらドクターバンク事業、診

療科の偏在の解消、女性医師の問題など取り組んでいくことが委員会報告で述べられた。
2．看護師養成
7：1看護を進めようとする医療機関が多くなり急速な看護師不足が見込まれる。看護師不足が

民間の准看護師不足に拍車をかける恐れがあり、准看護師養成もしっかりと考えていかなければ
ならないであろうといわれた。外国人看護師の受け入れはそれほど大きな問題ではなさそうに思
えた。
助産師養成コースには金がかかりすぎるきらいがあるが、沖縄でも皆で知恵を出していく必要

があるだろう。
報告の後に、武見敬三先生を九州ブロックとしても参議院議員候補とすることが全会一致で決

定され、テレビ電話を通じて武見先生の決意と感謝が述べられた。
連絡会議終了後の懇親会で大分の近藤副会長と鹿児島の鮫島先生と1年前のことを懐かしがっ

た。私の副会長としての初仕事は九医連の事務引継ぎを大分県にしたことである。そのときの監
査役として鮫島先生が立ち会ったのである。医師会の仕事を1年しかしていないが、先生方には
大変お世話になった。医者のつながりもやはりフェイストゥフェイスだと思われる。4月からは長
崎シリーズが始まるのである。
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日本医師会では平成18年8月、地域医療対策委員会を新設し第1回委員会を開
催しました。その会議で唐澤 人日本医師会長より「地域医療体制の今後と医師
会の役割」との諮問を受けました。本会議ではこの諮問を踏まえて、喫緊の課題
である医師確保の問題について検討を重ね、平成19年2月までに5回の会合を日本
医師会館で行いました。未だ十分な議論をつくしていませんが、とりあえず中間
報告として纏められたのが「医師確保に関する喫緊の対応」です。今年の3月8日
に久野悟郎委員長（愛媛県医師会長）から唐澤医師会長に提出されました。委員
は16名で九州からは合馬紘北九州市小倉医師会長、地後井泰弘熊本県医師会副会
長と私の3名です。去った3月17日大分県での、九州ブロック日医代議員連絡会
議で本会の報告を私が致しました。代議員会での発表時間は20分でしたので全部
を言い尽くせませんでしたが、医師確保に対する国の姿勢と、わが国の医師数の
現状、とりわけ産婦人科の問題点について報告しました。
本誌では、中間報告書「医師確保に関する喫緊の対応」を次のとおり掲載します。

洋 祗

医師確保に関する喫緊の対応
－平成18年度地域医療対策委員会中間報告－

常任理事　大山　朝賢

はじめに
地域医療対策委員会は今年度、平成18年度

から日本医師会の常設の会内委員会として発足
した。本委員会が設置された背景には、少子高
齢化を迎えたわが国にとって、地域医療のあり
方、とりわけ地域医療連携の重要性がにわかに
増してきたことにあると理解している。そし
て、現在、地域医療提供体制に看過しえない状
況が発生している。それは、医師確保の問題で
ある。特定の地域や病院において医師不足が叫

ばれ、さらには産科医、小児科医の不足が喫緊
の問題となっている。
これらの状況から判断して、唐澤 人会長よ

りいただいた諮問「地域医療提供体制の今後と
医師会の役割」の答申を委員会として検討する
過程において、医師確保の問題については取り
分け重要な問題と捉え、平成18年度中に中間
報告書を作成することにした。
かねてより、医師の需給に関する将来見通し

では医師数の過剰を視野に入れ、医学部定員の

洋 祗

平成18年度　地域医療対策委員会中間報告書

「医師確保に関する喫緊の対応」

平成19年3月
日本医師会地域医療対策委員会
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削減に取り組んできた経緯がある。しかし、少
子高齢化社会が進行するなかで、医師数全体と
いうマクロ的な問題とは別に、医師偏在という
ミクロ的な産科医、小児科医不足が発生し、社
会問題化した。さらには、病院における勤務医
不足が病院における医療提供と医業経営を厳し
いものにしている事実がある。また、郡部、へ
き地、離島などにおける医師不足もさらに深刻
さを増している。国民の権利として「どのよう
な地域でも公平で平等な医療が受けられる」こ
とを前提とするならば、これらの問題は国の医
療体制の根幹を揺るがす問題として、国、地方
行政、医療関係者、国民が連携して解決してい
かなければならない。
本委員会はこの中間報告をまとめるにあたっ

て、国民・患者の利益を最優先とし、国民・患
者の視点に立つことを基本とした。そして、特
定の診療科、病院、地域における医師不足につ
いて、これまでの経緯、現状、原因、国の対応
などを踏まえて、医師として、医師会として実
行し得る現実的な医師確保対策を検討した。こ
の中間報告書が日本医師会の医師確保対策の施
策に貢献し得るものとなれば幸いである。

第Ⅰ章　医師需給問題のこれまで
1．平成10年までの対策（国を中心に）

医師の需給に関しては、これまで厚生労働省
（以下「厚労省」と称する）の検討においても昭
和61年、平成6年、平成10年と報告書が提出さ
れているが、その内容はいずれも将来的には医
師数が過剰になることを予測するものであった。
医師需給に関するこれまでの経緯

昭和45年　「最小限必要な医師数を人口10万
人対150人とし、昭和60年を目途に
充たそうとすれば、当面ここ4～5年
のうちに医科大学の入学定員を1,700
人程度増加させ、約6,000人に引き上
げる必要がある」との見解が明らか
にされた。

昭和48年　「無医大県解消構想」 いわゆる
「一県一医科大学」設置を推進

昭和58年　「人口10万人対150人」の目標医
師数の達成

昭和61年　「将来の医師需給に関する検討委員
会最終意見」において、「当面、昭和
70年（1995年）を目途として医師の
新規参入を最小限10％程度削減する
必要がある。」との見解が示された。

平成5年　医学部入学定員が7,725人となった
（昭和61年からの削減率7.7％）。

平成6年　「医師需給の見直し等に関する検討
委員会意見」において、「昭和61年に
佐々木委員会が最終意見で要望し、
大学関係者も昭和62年に合意した、
医学部の入学定員の10％削減が達成
できるよう、公立大学医学部をはじ
め大学関係者の最大限の努力を希望
する。」との見解が出された。

平成9年　「医療提供体制について、大学医学
部の整理・合理化も視野に入れつつ、
引き続き、医学部定員の削減に取り
組む。」旨が閣議決定された。

平成10年　医学部入学定員7,705人（昭和61年
からの削減率7.8％）。
「医師の需給に関する検討会報告書」
において「新規参入医師の削減を進
めることを提言する。」との見解が示
された。

注）厚労省平成17年2月25日開催第1回「医師
の需給に関する検討会」資料より引用

これらの検討会の結論は医師数全体というマ
クロ的視点から出されているもので、ミクロ的
な視点として、医師の偏在問題なども指摘され
てはいるものの、具体的なへき地・離島に関す
る問題や診療科対策への提言が十分であるとは
言い難い。
また、平成9年6月3日には「医療提供体制に

ついて、大学医学部の整理・合理化も視野に入
れつつ、引き続き、医学部定員の削減に取り組
む。」との閣議決定がされているとおり、医師の
需給問題に関する施策は、全体として医師数が



2007沖縄医報 Vol.43  No.5
報　　告

－43（431）－

将来過剰になるという予測を基に行われてきた。
あらゆる地域の国民へより公平で、より平等

な医療提供を可能にすることを原則とするなら
ば、医師需給の問題はマクロ的視点からのみで
はなく、へき地における医師確保や診療科毎の
バランスの取れた医師の配置などミクロ的な視
点も不可欠である。へき地や特定の地域におけ
る恒常的な医師不足は勿論、ここ数年、指摘さ
れてきた小児科医、産科医の不足問題はミクロ
的な視点からの政策が不十分であった結果とい
える。それは医療を取り巻く環境の変化、すな
わち人口構造の変化による少子高齢化社会の出
現と、それによる疾病構造の変化を十分に理
解・把握できていなかった所以である。

2．平成15年における対策

このような状況のなか、へき地の医師確保の
困難性、医師の名義貸しなどが社会問題化し、
厚労省、文部科学省、総務省の三省合同の横の
繋がりとして、国はへき地における医療提供体
制の確保を目的に平成15年11月「地域医療に
関する関係省庁連絡会議」を設置した。

3．平成16年における対策

平成16年2月26日、「へき地を含む地域にお
ける医師確保等の推進について」が取りまとめ
られたことにより、国が医師偏在の解消へ向け
て、事実上、本格的に取り組むことになった。
その中において「医師の養成・就業の実態、地
域や診療科による偏在等を総合的に勘案し、平
成17年度中を目途に医師の需給見通しの見直
しを行う。」として、地域や診療科による偏在
を俎上に上げた。

4．平成17年における対策

①平成17年2月25日
これを受け、将来的には供給医師数が必要医

師数を上回るものの、特定の地域、特定の診療
科、特定の時間帯における医師の不足感が強い

として、「医師の需給に関する検討会」が設置
され、第1回検討会を開催した。
②平成17年7月27日
「医師の需給に関する検討会」は「医師の需

給に関する検討会中間報告書」を取りまとめ、
公表するに至った。中間報告では、「医師の偏
在による特定の地域と診療科における医師不足
は深刻な問題となっており、喫緊に対応すべき
である。」としている。その当面の対策として、
医師不足地域の医師確保策は、
i ．地方勤務への動機付け
ii．地方勤務への阻害要因の軽減・除去
iii．医学部定員の地域枠の拡大
iv．医師の業務の効率化

などを挙げている。
また、医師が不足している特定診療科の医師

確保策は、
i ．診療報酬による誘導
ii．地域の連携・協力体制の構築
iii．医療資源の集約化の推進

などを挙げている。
③平成17年8月11日
地域医療に関する関係省庁連絡会議は「医師

確保総合対策」を打ち出した。これは、将来的
には医師過剰になる見通しであるものの、医師
の偏在による特定地域や小児科、産科等の診療
科における医師不足が、深刻な問題になってい
るとの現状認識を示したうえで、前述の「医師
の需給に関する検討会中間報告書」と「へき地
保健医療対策検討会報告書」（平成17年7月27
日）の両報告書を踏まえ、緊急策として打ち出
し、平成18年度予算や国会提出の医療制度改
革案に盛り込み、具体化を図るとされた。
その対策の概要は「医師確保総合対策の事項

一覧」に示すとおりで、医療対策協議会の制度
化、集約化・重点化の推進、医学部定員の地域
枠の拡大、女性医師バンク（仮称）事業の創設
などがその特徴である。
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5．平成18年における対策

①平成18年7月28日
「医師の需給に関する検討会」は平成17年2

月に検討を開始して以来、途中同年7月に中間
報告を取りまとめ、都合15回の会議を経て平
成18年7月28日に報告書を公表した。
報告書はマクロ的視点の将来の医師需給見通

しを前提に、医師の厳しい職場環境、偏在等を
踏まえた当面の対策についても提言している。
とりわけ、病院勤務医の勤務環境の改善、病院
と診療所の役割・関係の整理などによらねば、
全体としての医師数は充足するとしても、国民
の求める質の高い医療を安定的に提供すること
は困難としている。
平成34年（2022年）の医師需給の均衡は別

として、今後の対応の基本的考え方として、
i ．地域に必要な医師の確保と調整
ii．地域の中核的な医療を担う病院の位置付け

iii．病院への持続的勤務を可能とする環境の
構築
iv．病院の入院機能特化等による生産性の向上
v．診療所の外来機能強化による病院への負
担軽減
vi．専門診療と診療科・領域別の医師養成の
在り方の検討
vii．医学部定員の暫定的な調整
などの施策を提言している。
②平成18年8月31日
「地域医療に関する関係省庁連絡会議」は平

成18年8月31日に第10回会議を開催し、地域
間、診療科間あるいは病院・診療所間における
医師の偏在問題に取り組むための「新医師確保
総合対策」を取りまとめた。
その対策は「新医師確保総合対策のポイン

ト」にあるとおり、短期的・長期的対応に分け
られ、とりわけ短期的対応については平成19年
度予算の概算要求への案件となっている。

【医師確保総合対策の事項一覧】

（1）地域の実情に応じた具体的な取組の推進
○医療対策協議会の制度化

（2）医療計画制度の見直しを通じた医療連携体制の構築等
○医療計画による実効性ある地域医療の確保・医療連携体制の構築

○医療資源の集約化・重点化の推進と地域内協力体制の整備

（3）へき地医療や小児救急医療等に対する関係者の責務の明確化と積極的評価
（4）養成・研修過程における医師確保対策
○医学部定員の地域枠の拡大（地域による奨学金の有効活用）、自治医大の定員枠の見直し等

（5）へき地医療等に対する支援策の強化
○へき地医療支援機構の診療支援機能の向上（代診医の派遣等）

○都道府県による医師派遣

○情報通信技術（IT）による診療支援等
（6）診療報酬における適切な評価
（7）需給調整機能の強化と働き方の多様化への対応
○マッチングの推進、仕事と育児を両立できる就労環境の整備

○女性医師バンク（仮称）事業の創設等

（8）医師の業務の効率化
○医療関係職種や事務職員との役割分担と連携等

（9）その他
○へき地等における人員配置標準の特例等
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第Ⅱ章　日本医師会の対応
1．日本医師会の医師確保対策

「医師の需給に関する検討会」が平成18年7
月28日に報告書を提出したのを受けて、「地域
医療に関する関係省庁連絡会議」が平成18年8
月31日に「新医師確保総合対策」を取りまと
めたのは前述のとおりである。日本医師会はこ
れら関係省庁による医師確保対策とは別に、日
本医師会ゆえに実施可能な対策を独自に取るべ
きとして、平成18年10月17日に「日本医師会
による医師確保に関する見解」を公表し、その
実行に向けて行動を起こしている。
この日本医師会の医師確保に関する対策は、

本委員会とは別に日本医師会として検討されて
いるものであるが、本委員会の医師確保に関す
る提案にとっても重要な位置付けになるため、
この章において紹介する。

日本医師会による医師確保に関する見解

日 本 医 師 会
平成18年10月17日

このたび日本医師会では、喫緊の課題である
医師確保問題への対策をまとめました。
医師偏在・不足の原因は、国による永年にわ

たる医療費抑制政策の結果です。
日本医師会として取り組む対策で主なもの

は、下記のとおりです。また、現在作成してい
る「医療と介護のグランドデザイン」（仮題）
でも、中長期的な視点に立った医師偏在を取り
上げる予定です。
今後、これらの対策をはじめ、様々な取組み

や提言を行って問題解決にあたる所存です。
Ⅰ．コンセプト

・安全で良質な医療を平等に提供する体制の確
保：へき地医療の確保
・勤務医の確保：特に外科系を中心とした救急
医療の確保

【新医師確保総合対策のポイント】

【短期的対応】

平成19年度概算要求への反映
○医局に代わって、都道府県が中心となった医師派遣体制の構築

○国レベルでの病院関係者からなる中央会議設置により都道府県の医師派遣などの取り組みを

サポート

○小児救急電話相談事業（短縮ダイヤル「＃8000」）の普及と充実
→軽症患者の不安解消・病院への集中緩和

○小児科・産科をはじめ急性期の医療チームで担う拠点病院づくり

→集約化・重点化を都道府県中心に推進

○開業医の役割の明確化と評価

→軽症患者の不安解消・病院への集中緩和

○分娩時に医療事故に遭った患者に対する救済制度の検討

→無過失責任保険の創設

【長期的対応】

○医学部卒業生の地域定着

→地域枠への奨学金の積極的活用

→医師不足深刻県における暫定的な定員増

→医師不足の都道府県への自治医科大学の暫定的な定員増
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・かかりつけ医機能の充実：診療所と病院との
機能分化と連携
・医師会活動の強化：地域医療の充実、安定し
た医療提供体制
Ⅱ．主な対策（日本医師会として取り組むもの）
■ドクターバンクのネットワーク化
・医師の就職の情報提供および斡旋を目的とし
た無料紹介制度
・経験豊富で意識の高いベテラン勤務医の活用
（定年退職後の再就職等）
・各医師会のドクターバンク間の連携
・全国的なネットワーク
■女性医師バンクの創設、実施
・今年度の女性医師バンクを中心とした厚生労
働省「医師再就業支援事業」の受託に向け、
現在最終調整中。
・すでに職業紹介事業の許可申請をしており、
本年度中の事業開始を目指しているところ。
■地域医療のデータベース化
・各地域の医療需要・供給の把握、全国的な調
査・把握、需給・偏在の将来予測
・勤務医の就労環境、勤務時間・内容の把握、
臨床研修やいわゆる後期研修の現況
・住民・患者の意識、受療行動
・好事例・問題事例の汲み上げ、紹介システム
（地域医師会→日医→地域医師会）

注）上記は、平成18年10月17日に日本医師会の定例
記者会見において公表した資料からの引用である。

2．日本医師会の対策への委員会の見解

特定地域と診療科の医師の偏在を生む結果と
なった原因は、「第Ⅰ章 医師需給問題のこれま
で」にあるとおり、国が医師の需給をマクロ的
視点に重点を置き、しかも、需要が供給を生む
として、医療費抑制重視の観点で医師の需給問
題に対峙してきたことは否定しがたい事実であ
る。そこで、日本医師会は平成18年8月10日地
域医療対策委員会を設置し、特定地域と診療科
における医師不足の検討を委ね、本件に関する
委員会の意見を聴取しつつ、前記のとおり、こ
の喫緊の課題である医師確保策について日本医

師会としての見解を公表したものである。
国はバブル経済崩壊以来、従来にも増して、

財政的見地のみから国民医療費の圧縮を図って
きた。これは2年毎の医療費改定の推移を見れ
ば一目瞭然である。日本医師会が、医師偏在・
不足の原因を、「国による永年にわたる医療費
抑制政策の結果」と断じたことは当然のことと
いえる。したがって、平成18年10月17日に日
本医師会が独自に取り組む対策として公表した
「日本医師会による医師確保に関する見解」を
本委員会は支持するとともに、積極的にその対
策に協力するものである。
また、日本医師会の対策は日本医師会として

の立場で行い得るものである。そこで、「第Ⅲ
章 委員会の提言」では本委員会としての立場
からの意見、提言等を行うものである。

第Ⅲ章　委員会の提言
現在起こっている医師確保の問題は、主とし

て、医師の偏在と捉える。確かに、特定の医療
機関や診療科の局面においては医師不足と表現
できるが、この問題を総合的に捉えた時、やは
り、偏在と捉えることが適切と考える。また、
ただ単に医師数を増やすことが医師確保の問題
解決とはなり得ないことも事実である。
現在の医師不足・地域偏在・科の偏在といっ

ても各都道府県によって事情は異なっており、
又各都道府県内においても二次医療圏毎に大き
なバラつきがあるが、勤務医の問題が主たるも
のである。今後は医師会、行政、大学、公的医
療機関、地域の医療機関が入った都道府県医療
対策協議会が中心となり、都道府県単位、又は
二次医療圏単位で医師派遣体制を構築して行く
ことになると思われるので、医師会もこれに積
極的に関与して行く必要がある。国においても
地域医療支援中央会議が設置され、医師確保に
関する国や都道府県等における取り組みを論議
することになっている。
女性医師の増加傾向は今後も続くとみられ

る。女性医師は結婚、出産、子育てを機に離職
することが多く、再就業のための教育システ
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ム、離職防止のための託児所の設置、延長保
育、病児保育等の受け皿づくりが緊急の課題で
ある。
その他、患者の過度の専門医志向の是正の啓

発活動、各地の事情に応じて病院をオープン化
し開業医師を活用して行くこと等が、一般的事
項として進めなければならないと考える。
以下、委員会で議論された個別の項目につい

て述べる。

ア）研修医の地域偏在

新たな臨床研修制度の発足は、各地における
医師供給体制を根底から変える引き金となっ
た。新卒の医師は、大学以外に臨床研修の場を
求める傾向が強くなっており、一部の大学を除
いて大学病院においては若手医師が減少し、地
域の医師供給要請に応じることが困難な状態に
なっている。
その結果、地方の中小都市の病院では「医師

不足」が深刻化し、病院機能を縮小せざるを得
ない状況も出て来ている。この傾向は、都道府
県庁所在地以外の二次医療圏において、より顕
著となっている。
また、新たな臨床研修制度は、地方から都会

へ研修医を集中させる結果となったとの意見も
ある。その一つの要因は、卒業生の数に対して
30％増しとなっている研修病院のポストの数に
あるといわれている。
そこで卒業生の数と研修病院のポスト数を同

じとし、さらに二次医療圏毎に人口や医師の過
疎程度等を加味して地域枠を設定し配分すれば、
研修医の地域偏在は解消されるものと思われる。
その際には、研修プログラム、指導医等の研修
病院の指定要件を厳格に設定する必要がある。

イ）各大学の地域定着の推進

既に各地で行われている卒後の地域定着を条
件とした奨学金制度（奨学金制度には功罪ある
が、それについて議論の余地がある）、あるい
は医学部入学時の地域枠の拡大の拡充について
は、今後とも継続して実施されるべきである。

また、地域枠において、目的意識がはっきりし
ており定着率が高いといわれている学士入学
（社会人入学）枠の拡大を考えるべきである。

ウ）ドクターバンクの効果的な運営

今後は、ドクターバンクの効果的な運営が一
層重要である。
ドクターバンクはこれまで多くの県で設置、

運営されてきたが、マッチングについては大き
な成果を上げてきたとは言い難い。ドクターバ
ンクは医師の職業的特異性からみても他職種か
らは判断困難な点が多いと思われるので、医師
会を中心に運営すべきである。
その効率的運営のためには、単に需給に任せ

るのではなく、担当理事が域内の事情を聴取し
積極的にマッチングに動くべきである。
また日医は、各県のドクターバンクをネット

ワーク化し、ドクターバンク間の連携を促進す
るシステムを構築すべきである。特に、女性医
師、シルバードクターの再就業をお願いし、積
極的に活用する必要がある。

エ）診療科の偏在対策

国は、産科・小児科の集約化・重点化の検討
を進めるよう都道府県に強く働きかけている。
当面、産科、小児科については二次医療圏単位
での集約化・重点化を考えることは止むを得な
い。しかし、集約化・重点化に対する捉え方
は、地域の事情によって異なるものである。集
約化・重点化を検討することで地域の現状とあ
るべき姿を再認識し、関係者が共通の認識を持
つことは重要であるが、机上の空論でない実効
性を伴う方向を導き出すことは容易ではない。
小児科については短期的視点に立てば、従た

る標榜として小児科を掲げた開業医師の研修事
業も地域によっては有効である。同時に患者の
過度の専門医志向を是正する啓発活動も重要で
ある。小児救急電話相談事業（＃8000）にも
地域の事情に応じて積極的に協力することが必
要である。
また、今後医師を志す者に対しては、医学部
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卒前卒後教育の中で医師としての使命感を養わ
せるとともに、各科の魅力、社会的重要性につ
いて涵養することが重要である。さらに、卒後
の地域定着を条件とした奨学金返還の免除も考
慮に入れるべきである。

オ）病院のオープン化対策

医師確保対策として、現在ある医療資源を有
効に活用していくことは重要で、医療機関の連
携、地域医療における病院と診療所の連携、と
りわけ病院のオープン化は必要不可欠である。
病院のオープン化による医療機関連携体制の構
築を地域における医師確保のひとつの方策と位
置づけて、地域医師会が音頭をとって二次医療
圏単位で主要病院のオープン化の検討をすすめ
ていくべきである。
また、医師会共同利用施設のひとつである医

師会病院については、これまで地域医療の活動
の拠点として、かかりつけ医と連携しつつ地域
の医療に貢献してきたことは異論のないところ
である。医師会病院が地域の実情に即した医療
連携の様々な形態を模索し、公的病院やその他
の民間病院に対する病院オープン化のモデルと
なることは有益なことである。

カ）地域住民・患者との相互理解

医師会が医師確保対策を推進するにあたって
は、地域の住民・患者に現在の医師偏在の問題
に理解を求めることが必要である。地域住民・患
者に率先して医療の抱える問題を自らのものとし
て捉えてもらうことにより、各地域が直面してい
る産科医療、小児医療、医療全般の問題などへ
の対策が効果を上げていくものと思われる。
これは従来から各医師会が日頃の活動の中で

取り組んできていることであるが、今後の医師
会活動においては、対住民施策として重要な位
置を占めるものと考える。

キ）医師不足地域対策

医学部卒業後の新医師臨床研修制度の研修終
了後の一定期間内に、へき地や医師不足地域で
の勤務の義務化を考慮する。

以上のような議論が成された。
本委員会は医師不足・偏在問題に関して議論

し、この答申をまとめたが、過去からの経緯が
生んだ現状に対して、限られた時間内で即効性
のある解決策は見出せなかった。
今後、本委員会としては、病院のオープン

化、女性医師をめぐる諸問題、地域医療連携ク
リティカルパス等の問題についても検討し、そ
の中で医師偏在の対策も継続して議論していく
予定である。
なお、次章「おわりに」において、この問題

に対する率直な意見を述べて本報告書を終える。
日医執行部におかれては本報告書を参考とされ、
今後の活動に反映されることを希望する。

おわりに
この中間報告により、我々は医師の確保問題

に対する処方せんを提示したが、それには緩や
かな効果はあったとしても、現実的に考えれば
この問題に対する即効的効果のある特効薬とは
なりえないことは認識している。そして、対策
が机上における計画通りに動くことなどは稀で
あることも覚悟している。これらの対策を実施
するに当たっては、医師や行政などの供給者側
の視点からではなく、あくまでも患者という需
要者側の視点から安全で良質な医療を確保する
という姿勢が重要で、試行錯誤を恐れずに、地
道に進めていかなければならない。
われわれが忘れてはならないのは、形あるも

のを一度壊してしまうと、それを元に戻すのは
容易ではないということである。その端的な例
が英国の医療制度といえる。サッチャー政権下
による医療費抑制策がブレア政権下では深刻な
問題を生ぜしめ、ブレア政権が急遽政策転換を
して医療への多額の予算投入を図っているが、
一旦壊れた医療供給体制は簡単には元に戻らな
いのが実情のようである。
現在の医師の確保問題を放置すれば、日本の

医療提供体制が崩壊に向かうことは誰もが疑い
を持たないものである。何はともあれ、国、都
道府県、市区町村、大学、医師会、病院団体な
どの関係者が都市と地方、また、都市部と郊
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外、地方都市と郡部などのそれぞれの事情や地
域性を考慮に入れて、当事者意識を共有しなが
ら十分な連携を図りつつ、施策の実行に取り組
むことが重要である。さらに、国民にも医療を
自らの問題として捉え、自らの責任で国民皆保
険制度を守ることを働きかける必要がある。
そして、地域医療対策委員会の中間報告書と

して医師確保対策をまとめつつ素直に思うこと
は、現在、我々が目の当りにしている医師偏在
という事象は過去の結果ということである。す
なわち、厚労省による永きに渡る過去の政策の
積み重ねとして現れた結果を、今、われわれは
見ているに過ぎないのである。関係者がこのこ
とに対する認識を十分に持ち、さらに反省しな
い限りは問題の根本的な解決は見出せないであ
ろう。われわれ地域医療対策委員会委員は何よ
りも先に、医療を守り、国民・患者に貢献する
ことを念頭に置いているのであって、厚労省の
過去の施策が誤りであったと責めているのでは
ない。

これらの問題の本質は何処にあるのか。それ
は、事象として現れる各問題への対策や戦術は
あっても、問題解決を総合的に図る戦略がない
ことにあると思われる。厚労省には数多くの検
討会、研究会があり、その検討会、研究会の報
告を基礎として各問題に対する解決策を練って
いる。しかし、細分化されたテーマごとに検討
会、研究会を設置して、寄木細工のような施策
を行っても、現在の複雑な社会に対応しきれる
はずもない。細分化されたテーマを個々に掘り
下げて検討する必要はあるが、それを有機的に
結び付ける機能、核となる組織も必要なことを
忘れてはならない。
場当り的な問題解決あるいは、時間とともに

形を変えた問題が発生するといったいたちごっ
こを避けるためにも、全体を統括する司令部・
司令塔が必要なことは否定しがたい。この必要
性を認識し、この設置を早急に行わない限り、
医師の確保問題も他の重要問題も根本的な解決
は望むべくもない。
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挨拶

唐澤 人日本医師会長

ご承知のように昨今の医療を取り巻く状況は
大変厳しく、政府または行政官庁が打ち出す医
療政策、社会保障全体に亘って財政的な要素が
非常に強い政策が提示されている。このような
状況の中で、政府IT戦略本部では、医療を先
導的7分野の内の一つに位置づけ、重点計画に
おけるITによる医療構造改革の下、医療・健康
情報の全国規模での分析活用やレセプトオンラ
イン化等の政策を打ち出している。しかし、こ
れらの施策は医療本来の目的から乖離した医療
費抑制策や産業振興策に通じるもので、その実
現の前には前程条件や解決されなければならな
い問題が山積している。一方本会では、国民の
健康を預かる医療提供者の立場から、医師会情
報化推進策として医師会総合情報ネットワーク
構想を掲げORCAプロジェクトをはじめとする

医療と患者に貢献するIT化を推進してきた。日
医が今後医療分野のIT化のイニシアティブを取
るために、そして、情報化の核として活動を強
力に推し進める体制を整えるためにも「理論構
築から実践へ」を念頭にこの協議会を契機とし
て情報と知識を共有し16万医師会員の総意と
連携に基づいたIT化がさらに推進され政策的に
も有効な活動を行っていきたい。改めてこの協
議会が実り多い成果を挙げられることを祈念す
ると共に、本日ご参集の皆様のご健勝ご活躍を
祈念して挨拶に代えさせていただく。
鈴木委員長（東京都医師会長）

ご存知のように全国医師会医療情報連絡協議
会とコミネスが昨年一つになり日本医師会に移
管されこのような会を開くことになった。私ど
もとしては、この二つの会の特徴をなるべく生
かしていきたいということと、有意義な会にす
るためにもフロアからのディスカッションの時

平成18年度日本医師会医療情報システム協議会

常任理事　大山　朝賢
理事　今山　裕康

去る2月17日（土）、18日（日）日本医師会館にて、標記協議会が開催さ
れたので、その概要について報告する。

1日目

第1日目　2月17日（土）
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間を十分とり、なるべく多くの方からご意見を
いただき、実り多い会になるよう心がけた。
今回取り上げたテーマは「EHR」であるが、既に

諸外国においては国家的なプロジェクトとしてか
なり進んだ状況である。日本がこれからこれを取り
上げていくために、特に医療情報に関しては我々
が率先してイニシアティブをとらなければ、デメ
リットだけのものになっていくのではないかと恐
れている。従って、このような会を通して、本当
に国民のための医療を確立するためにどのような
ITを進めていけば良いのかご議論いただきたい。

1．基調講演「先進諸国のEHR“Electronic

Health Record”」

土田康彦氏（accenture株式会社）

座長：吉原博幸（京都大学）

講演概要
EHR”Electronic Health Record"とは
海外において進展している医療情報共有・

ネットワーク化のためのツール。
患者の医療情報レコード（診断・検査・健

診結果、処方、アレルギー、レントゲン画像
etc）を一元管理し、地域レベル、国レベル
で共有するシステム。
電子カルテについては各医療機関や施設が

個別で対応すべきとの認識。
（電子カルテ＝EMR：Electronic Medical
Record）

導入による効果
患者の情報が一元的に累積管理されていく

ことから、地域医療連携の向上に繋がると共
に、検査・処方の重複の防止、地域、国レベ
ルでの統計や分析、サーベイランスが可能。
患者は自宅等から自分の情報が閲覧可能と

なり自己の健康管理に繋がる。

各国におけるEHRの進展状況としては、カ
ナダ、イギリスが進んでおり、アメリカ、中国
も取り組み始めているところであるが日本は全
くこれからの状態。
講演では政府が積極的に支援しているイギリス

の状況について主に下記のとおり説明があった。
イギリスでは国レベルでの4つの診療システ

ムアプリケーション（下記参照）の開発・提供
を行うと共にセキュリティーを確保しており、
そのアプリケーションも浸透しつつある。
①Choose＆Book
（かかりつけ医／連携病院選択、電子予約、
スマートカード認証）
②Electric Trancemission of Prescription
（処方箋電子化、薬局転送/連携、スマートカ
ード認証）
③NHS Core Records Service
（最新患者情報参照、診断・処方・アレルギ
ー等情報共有、スマートカード認証）
④PACS
（Picture Archiving and Communication
System）
（放射線等イメージ情報管理、遠隔地転送共
有、CRSとの連携）
電子処方箋システムでは、かかりつけ医から

患者の処方箋を電子的に薬局へ送信し、患者は
希望の薬局で薬を受け取ることが可能。
電子化により、紙資源の有効利用に繋がると

共に、患者は処方箋をもらうためだけにかかり
つけ医を訪問することが不要になる。かかりつ
け医と調剤士による2度入力が不要になり、正
確性・安全性が向上する。
かかりつけ医と調剤士には国レベルの認証シス

テムによるスマートカードが発行され、上記アプ
リケーション全てに同カードでアクセスが可能。
最後に我が国においてEHRを導入するにあ

たっての基盤イメージ例が示されると共に、そ
の実現に向けた課題が述べられ、年金制度に国
が大きく関わっているのと同様に医療情報管理
も扱うべきとする意見が述べられた。

2．セッション「日本における理想のEHR※

はどうあるべきか」

※）EHR：Electric Health Record

（1）「日本における理想のEHRはどうあるべき

か－電子カルテを世界で一つにまとめる！」

京都大学医学部付属病院医療情報部、NPO京
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都地域連携医療推進協議会、NPO日本医療ネッ
トワーク協会の吉原博幸先生より、「日本におけ
る理想のEHR」と題した講演が行われた。
先ず、広域な電子カルテを実現するためには

データの互換性が不可欠であると説明があり、
現在、異なるシステム間のデータ交換のための
記述言語として、XML（extensible Markup
Language）を用いた医療データ交換のための
言語規格としてMML（Medical Markup
Language）の構築が“MedXMLコンソーシア
ム”を中心に進められていると報告があった。
“MedXMLコンソーシアム”とは、平成12年3
月3日に設立された医療情報交換規約（MML、
CLAIM）を開発・管理する団体となっている。
（http://www.medxml.net/）
MMLを利用することで、大規模医療機関、

検査センター、画像診断センター、診療所、薬
局、行政、患者さん等がカルテ情報を共有可能
となり、病診連携・病病連携、カルテ開示、安
価な電子カルテの開発・提供、薬局等との連携
等、様々な活用が望めると報告された。
次いで、MMLを活用し各地域で実際に構築

されているシステム（宮崎地域：はにわネッ
ト、熊本地域：ひご・メド、東京地域：HOT
プロジェクト、京都地域：まいこネット、等）
の紹介があり、現在、これら地域ネットの上位
に位置する全国版医療情報センター（運営：
NPO日本医療ネットワーク協会）の構築が進
められている旨が報告された。
（2）「日本のEHRの今後」

千葉大学医学部付属病院企画情報部の高林
克日己先生より、「日本のEHRの今後」と題し
た講演が行われた。
始めに、EHRは国家的事業と考えられるが日

本は著しく遅れており、EHRを進めることは医
療システムの大きな改変を伴うと意見された。
各先進国におけるもEHRの構築が早急に進

められていると報告があり、「イギリスでは国
が1兆円の予算を計上し構築が進められてい
る。」、「カナダでは2010年までに全ての州のテ
リトリーで50％以上のInteroperability EHRの
実現が掲げられ180億円の予算が計上されてい

る。」、「アメリカでは2004年Bush大統領声明
として10年内にEHRの実現が掲げられ1000億
円の予算が計上されている。」と説明された。
また、「EHRで何が役に立つのか、何ができる

のか」として、患者にとっては生涯カルテ、自
分の情報収集、またどこにいても自分の診療情
報を伝えることが可能となり、診療者にとって
は地域医療連携、紹介状システム、e－処方箋へ
の活用、研究者にとっては症例データベースの
構築、行政にとっては特定健診への活用、また
新たな産業の創設等が考えられると説明された。
最後に、我が国でEHRを構築するに際して

は、何を対象共有情報とするのか、誰が統合さ
れた情報を管理するのかを検討するとともに、
国民総背番号制等の導入の問題、漏洩・改ざん
されないためのセキュリティの確保、財源、国
民の理解、等々、様々な課題が残されているこ
とが説明された。
（3）「Net4Uをエンジンとした山形県医療情報

ネットワーク（山形RHIO）」

山形県医師会理事の三原一郎先生より、
「Net4Uをエンジンとした山形県医療情報ネット
ワーク（山形RHIO）」と題した講演が行われた。
始めに、RHIOとはRegional Health Information
Organizationの略称であり、その意味は、“地域
ごとに医療情報基盤を作り、地域医療の向上と医
療費の削減を狙う政策のことである。”旨が説明
された。
三原先生の所属する山形県鶴岡地区では、

Net4U、訪問看護システム、地域連携パスシス
テム（大腿骨頸部骨折の地域連携パスシステ
ム）、健診システム等、様々なシステムが構
築・活用されていることが紹介され、現在、各
システムの中核をなしているNet4Uエンジンを
利用した“山形RHIO”を目指した取り組みが
行われていることが報告された。
山形RHIOでは、データを各医療機関に分散共

有することで、オンデマンドでのデータ要求、提
供を実現するレジストリ型システムを想定して
おり、センターサーバにてデータを管理している
現行のNet4Uエンジンに改良を加える取り組み
が行われていることが説明された。レジストリ型
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システムに変更することで、頻繁にデータのやり
取りが行われる基礎的なデータのみをデータセ
ンターに置くことでパフォーマンスの向上が図ら
れ、処方箋、健診データ、画像データ等を各医
療機関で管理することで、データの保護責任の
明確化と既存システムに対しての投資の保護が
実現可能となることが述べられた。
最後に、三原先生より、医療情報のIT化は

地域単位で考えるべきであるが、そのためには
人的ネットワークの確立が最大の課題と考える
と意見された。
（4）「地域からのEHRシステム」

兵庫県医師会の足立光平先生より、「地域か
らのEHRシステム」と題した講演が行われた。
始めに、EHRに対しての私見的な理解と認

識として、「患者中心の医療情報共有化ツー
ル」、「閉鎖的“電子カルテ”の本末転倒を超え
る」、「ITインフラの相互運用とセキュリティ確
保」、「中心は患者インデックス、サマリ等」、
「電子紹介状・処方箋や慢性疾患管理指導での

活用、救急時の必須情報提供」、「ナショナル型
か地域・NPO型かの選択」と考えると説明が
あり、EHR展開に向けての基本的な視点とし
ては、国家的管理医療モデルとしての国家管理
か、医師・患者主導の患者自己管理かの2つが
考えられると意見がされた。
次いで、足立先生の所属する加古川地区で構

築・運用されている“加古川地域保健情報シス
テム”が紹介され、地域におけるシステムを運
用しての経験から、「各院“電子カルテ化”と
の地域内データ連携」、「情報ネットワークを通
して画像を含む紹介等」、「各機関のレセ含む独
自IT環境整備サポート」、「介護保険対応・地
域包括ネットワーク対応」、「全国的・国際的標
準化への対応とDB整備」、「特定健診への“か
かりつけ医”対応システム」、「患者の自己管
理・コントロール権の保証」、「EHRの動向に
対応した地域モデル提起」が取り組み課題とし
て挙げられると説明された。

2日目

第2日目　2月18日（日）

1．セッション「日レセ（ORCA）をめぐっ

て」

（1）「ORCAプロジェクトの現状と将来展望」

日医総研主任研究員の上野智明先生より、

「ORCAプロジェクトの現状と将来展望」と題
した講演が行われた。
（2）「日レセ（ORCA）をめぐって」

尼崎医師会、メックコミュニケーションズの
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山本学先生より、「日レセ（ORCA）をめぐっ
て」と題した講演が行われた。
（3）「当施設におけるORCA運用の経験（導入

から現在まで）」

千葉県東葉クリニックの新谷一経先生より、
「当施設におけるORCA運用の経験（導入から
現在まで）」と題した講演が行われた。
（4）「医師会としてのORCAサポート」

熊本県医師会理事の宮本大典先生より、「医
師会としてのORCAサポート」と題した講演が
行われた。
（5）「ORCA（日レセ）今までそしてこれから

何処へ～開発STAFFとともに～」

島根県医師会情報委員の小竹原良雄先生よ
り、「ORCA（日レセ）今までそしてこれから
何処へ」と題した講演が行われた。
（6）「日レセ（いわゆるORCA）から岐阜県医

師会病診連携用ソフト（診療情報管理ソフ

ト）へのデータ取得の実現報告」

岐阜県医師会副会長の川出靖彦先生より、「日
レセ（いわゆるORCA）から岐阜県医師会病診
連携用ソフト（診療情報管理ソフト）へのデー
タ取得の実現報告」と題した講演が行われた。

2．事務局情報担当者セッション

－医師会事務局情報化は進んでいるか－

藤島さゆり氏（中央区医師会）の司会進行の
もと会が進められ、それぞれ概ね下記のとおり
説明があった。
Ⅰ.それぞれの立場から

座長：佐伯光義（運営委員）、岸本尚（松山市
医師会）

（1）日本医師会の状況報告

日本医師会情報企画課　阿部範子

①日医のホームページの運営について
当ホームページのモニター制度を設け、当該

ページの印象等を調査するとともに、ページ別
アクセス数調査について説明。
新しい試みとして、平成18年度診療報酬改

定の影響について同ページ上で緊急アンケート
調査を行ったところ、547件の意見があったと
のこと。

②日医白クマ通信
登録者数　会員・医師会 8,500件

マスコミ 400件
その他一般 1,000件

③文書管理システム
今後は日医がサーバーを提供し、都道府県医

師会から郡市区医師会へ電子文書を通知できる
よう文書管理システムの導入を目指している。
※3月よりテスト運用開始。

※日医において、パソコン初心者（会員）に対
するパソコンセミナーを開催

（平成18年10月～平成19年3月まで）
16都道府県医師会館において開催。会員2～
4名に対し、インストラクター1名で対応。

（2）北海道医師会における情報ネットワークシ

ステムへの取り組み

北海道医師会事業第二課　伊藤和弥

同医師会では平成10年からホームページを立
ち上げ、現在では1,400名の会員にメール情報
提供を行っているとのこと。平成16年からは、
大手プロバイダの設備を借用しインターネット
接続環境の効率化を図ると共に、災害時にもイ
ンターネットが使用できるよう同プロバイダの
データセンター（発電機完備）に器機一式を収
容しているとのこと。
道内では8郡市区医師会にテレビ会議システ

ムを設置し、会議を行う他講演を配信している
とのこと。
事務局内では、ブラウザを利用した掲示板に

おいて日付ごとの行事、会長スケジュール、出
張日程等が閲覧出来るようになっている。
理事会においては役員それぞれにモニターを

設置し会議を行っているとのこと。

（3）システムは使えてナンボ　予算が取れな

い！人がいない！

川西市医師会事務局　深町隆史

医師会のIT化を進めるにあたって多額の予算
を確保できない小規模医師会でも可能とされる
効果的な情報化、IT化について説明があった。
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情報化とは情報の扱いが上手になることであ
り、単に情報機器を導入したりシステムを構築
しそれを使いこなすことではないとして、よい
ものを安く手にいれようとする関西人の観点か
ら、業者任せにするのではなく事務局でできる
ことは可能な限り自分達で行うことが重要であ
るとの説明。
基本コンセプトから、配線、システム作り、

教育、運用、メンテナンスをすべて事務局職員
で対応する。WEBサーバーは月額2,000～
3,000円で借りられるレンタルサーバーを利用
すれば、ホームページや掲示板を無料で作れ、
メールアドレスも無制限で発行でき、セキュリ
ティー対策やバックアップもレンタル業者が行
ってくれる。
事務局内のセキュリティーについては、どこ

までが機密情報なのかという考えを持ち、仮に
漏れた場合でも重大でなければ、リスクと手間
を比べ、放っておいてもよい場合もある。
ウイルス対策もルーターとウイルスバスター

だけでもある程度確保できると説明。
ペーパレス化に固執せず、紙が優位な分野に

ついては紙を使いながら、紙をより少なくして
いけば良い。
※医師会事務局の情報交換ホームページアドレ
ス　http：//shiranui.net/

（4）平成13年度経済通産省より実施された電

子カルテ受託研究事業その後について

宗像市医師会病院企画情報管理室　小斉　勉

平成13年度より経済産業省が実施した、電
子カルテと地域医療ネットワーク構築に関する
大規模な受託研究事業に説明があった。宗像医
師会病院において患者の診療記録、退院時のサ
マリ、画像データ等をカルテサーバーに保存し
ておき、宗像医師会会員のクリニックにおいて
アクセスが行えると共に、遠隔診療相談等が行
えるシステムとのこと。しかしながら当初この
事業に参画した26医療機関の内、現在では、
わずかに数えるのみとなり、その主な原因とし
て、稼動後の維持管理に関わる経費の捻出の問
題、実運用から乖離した無理なシステム構築が

上げられた。今後は再度協力医療機関を募集
し、多くの医療機関の参画のもと地域医療に貢
献したいとした。

（5）長崎市医師会におけるIT化の取り組み

長崎市医師会事務局　福田晋平

平成14年の会館新築に伴い、これまで取り
組んできた館内IT化について説明があった。
館内には事務局、保健福祉センター、看護専門
学校、医療センター診療部・検査部、長崎市夜
間休急患センターがあり、130台のパソコン、4
台のサーバが稼動しており、1名の管理者が館
内サーバ・パソコン、管理、ホームページ作
成、簡単なシステム構築を行っているとのこ
と。事務局では保存の必要のある書類をスキャ
ナで読み込み電子化するシステムを平成14年度
から稼動。理事会では各理事者にパソコンを配
置し、ペーパレス化を実現。館内には16台のネ
ットワーク監視カメラを設置しており、ブラウ
ザから見ることが可能。
ホームページにおいては、市民向けに長崎県

庁との協力体制により病医院地図情報検索を充
実させると共に、休日当番医情報、夜間急患セ
ンター情報、介護サービス情報や各種健康情報
を掲載している。
会員専用ページには病診連携をスムーズに行

えるよう、A会員と基幹病院医師のメールアド
レス、電話番号等のリストを掲載している。
講演会の抄録、パワーポイントのデータ等の

資料を掲載し、会員の自己学習に寄与している。
現在も未だにWindows98が事務局内にて稼

動しているため、セキュリティーが確保できて
いない。ペーパレス化を進めているがかなりの
費用を要するとのこと。
今後はセキュリティー対策について内部統制

の確立、理事者への稟議、回覧システム電子化
等が必要とのこと。

（6）愛知県医師会地域医療情報ネットワーク

愛知県医師会医療情報部　佐伯光義

平成7年10月に発足した、同ネットワークに
ついて説明があった。現在会員の約32％である
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927名が加入。現在は愛媛情報スーパーハイウ
ェイ（全県下の基幹病院と郡市区医師会、保健
所が専用線にて接続）に県医師会地域医療情報
ネットワークもつながっているとのこと。
愛媛県医師会では下記事業を中心に活動を行

っているとのこと
医師会情報ネットワーク
医療機関業務用ネットワーク
県民への情報提供
関連団体との連携
情報収集

Ⅱ．医師会事務局の情報化は進んでいるか

医師会事務局の情報化の実態と課題に関する

中間調査報告

横山淳一　名古屋工業大学

会員に最も近い郡市区医師会事務局の情報化
を調査するにあたりその中間報告が述べられた。
会員数の調査では500名未満の医師会が80％

を超えている。
情報化については大半が進めていく姿勢である。
情報化に対しては半数以上の役員が意欲的で

あるとの回答が6割を超える。
その他事務局の平均年齢、情報化に関する課

の有無、情報化に関する職員の人数とその関
係、会員向け文書管理システムの提供状況、会
員情報システムの導入状況、日医に望むシステ
ム、都道府県医師会に対する情報化の要望事項
が報告された。
その後、フロアからの指定発言並びにフリー

ディスカッションが行われ、種々の意見交換が
行われ会を終了した。

3．事例報告

（1）「あじさいネット実働2年の実績と将来展

望　かかりつけ医を介した患者中心の医療情

報共有」

大村市医師会理事の田崎賢一先生より、「あ
じさいネット実働2年の実績と将来と展望」と
題した講演が行われた。
あじさいネットは、長崎県県央地域を中心と

した、大村市医師会、諫早医師会、国立長崎医
療センター、大村市立病院、長崎離島医療圏組
合の計5団体により、平成16年10月に実運用が
開始されている。当システムは、医療機関に保
存される医療情報を、他医療機関が診療目的に
参照することを目的としており、当システムを
活用することで、インフォームドコンセント・
治療の継続性、実践的最新医療の習得、医療行
為の相互監視、禁忌・アレルギー情報の共有、
重複投与防止、検査・投薬等の重複防止等が図
られている。
運用開始から2年目の現時点で、大村市内の
2中核病院が医療情報の提供を行っており、市
内約半数にあたる34件の診療所・病院をはじ
めとした県内51の医療機関がデータの共有を行
っており、累計3,000名の患者情報が登録され
ている。
今後、検査センターや薬局との連携や、在宅

医療（介護・福祉領域）との連携が検討されて
いる。
セキュリティはハードウエアVPNが採用され

ている。

（2）「加古川地域保健医療情報システムからの

展望」

加古川市加古川郡医師会理事の小武道雄先
生より、「加古川地域保健医療情報システムか
らの展望」と題した講演が行われた。
加古川地域では、昭和63年に通産省のニュ

ーメディア・コミュニティー構想の認可を受
け、平成3年度に10医療機関のモデルシステム
として医療情報システムが構築されている。運
用開始から15年目の現時点で、加古川地域全
医療機関（202機関）の6割にあたる122医療機
関がシステムに参画しており、同意によるシス
テム登録者数も約7万人となっている。
平成18年3月には、基本OSの更新、ブロー

ドバンド化とセキュリティを高めたHPKI準拠
の認証システム等の最新の環境を整え、また、
大容量非接触の新カインドカード（ICカード）
への切り替えが行われている。ICカードには、
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個人の氏名や血液型、検査・健診データ等の健
康情報が記録されており、病診連携及びプライ
マリ・ケア（一次医療）充実の支援が図られて
いる。
当システムの課題と展望として、各院独自シ

ステムとの地域内データ連携、画像を含む紹
介、各機関の独自IT環境整備へのサポート、介
護保険対応・地域包括ネットワークへの発展、
全国的・国際的標準化への対応等が検討されて
いる。
セキュリティはハードウエアVPNと認証局

の設置、HPKIシステムが導入されている。

（3）「伊都医師会「ゆめ病院」を活用した地域

医療情報共有システムについて－第2報」

和歌山県伊都医師会副会長の松浦良和先生
より、「伊都医師会「ゆめ病院」を活用した地
域医療情報共有システムについて」と題した講
演が行われた。
伊都医師会では、平成13年4月に「ゆめ病

院」構想が立ち上げられ、平成14年6月に実稼
働を開始、平成17年4月にネットワークをブロ
ードバンド化し中核病院からCT／MR画像配
信を開始、平成18年7月には参加医療機関によ
る会費運営に運用を切り替え、平成18年10月
にはゆめ病院システム構築を評価され総務大臣
表彰を受賞されている。
平成19年1月31日時点で、4病院、22診療所

の計26医療機関が当システムに参画しており、
登録患者数59,201名、血液検査数21,363件、画
像患者数702件の共有情報が登録されている。
ゆめ病院システムでは、患者の基本情報を診療

所が登録し、中核病院がCT／MR画像を登録、
検査会社が血液検査データの登録を行っている。
当システムを活用することで、患者の重複検査の
費用と時間の軽減、在宅患者情報を中核病院と情
報共有しスムーズな入院へ繋げること等、地域全
体の医療水準の向上が図られている。
また、ゆめ病院システムでは、1患者1番号の
PID情報と医療情報のみがアップロードされ、個
人情報は各医療機関の端末PCに保管されてい

る。必要な情報は端末PC上でPIDと照合される
ため、インターネット上には個人情報が流れず、
情報漏洩の危険性が回避されている。当方式を
活用することで、VPN等の機器は必要なく、コ
ストパフォーマンスに優れている。

（4）「長崎医療情報維新～45万人都市を包括す

る地域医療ネットワーク実現へ向けて～」

長崎市医師会理事の平田恵三先生より、「長
崎医療情報維新～45万人都市を包括する地域
医療ネットワーク実現へ向けて～」と題した講
演が行われた。
長崎市医師会では、大村市を中心とする県央

地区の“あじさいネット”、また、長崎県北部、
長崎市内、諫早市内の病院でも電子カルテ導入
に伴う独自の地域両連携ネットワークを立ち上
げる動きがあることから、独自のネットワーク
化が進む前に、地域のニーズを捉えて45万人都
市を包括するような統一規格のネットワーク構
築「長崎医療情報維新」が検討されている。
長崎市医師会が、統一規格のネットワーク構

築に関する説明会を行ったところ、長崎市内50
病院中38病院の参加があり、地域医療ネット
ワークの関心の高さが窺え、また、その後行わ
れたアンケート調査においても37病院が統一規
格のネットワーク構築に賛同し、24病院からは
データ公開の認識も示された。
2007年度末までには45万人都市を包括する

統一規格の地域医療ネットワーク構築が、長崎
市医師会主導で進めることが検討されている。

（5）「大腿骨頸部骨折連携パスの IT 化と

Net4U」

鶴岡地区医師会副会長の三原一郎先生より、
「大腿骨頸部骨折連携パスのIT化とNet4U」と
題した講演が行われた。
鶴岡地区医師会では、2006年6月に医療連携

を推進すべく鶴岡地区地域連携パス研究会を創
設し、中核病院と2つのリハビリテーション病
院間での大腿骨頸部骨折連携パスの運用を開始
している。
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当システムは、鶴岡地区で運用実績のある
“Net4U”で利用しているインターネットVPN
ネットワークを通信インフラとして利用し、ク
ライアントソフトにはマイクロソフトの
InfoPathを採用している。
今後、当システムを“Net4U”と連動させる

ことで、地域全体でのチーム医療の推進が期待
されている。

（6）「札幌市医師会入退院サポートシステム」

札幌市医師会常務理事の松家治道先生より、
「札幌市医師会入退院サポートシステム」と題
した講演が行われた。
札幌市医師会では、札幌市における限られた

医療資源を有効に活用し、急性期病床から亜急
性期・回復期、そして療養病床・介護保険施設
という流れを効果的に作ること目的に、平成18
年5月より当システムが構築、運用されている。
当システムは、札幌市医師会のホームページ

内にある会員専用ページに開設されており、転
院元医療機関と転院先医療機関が患者情報を入
力し双方向からマッチングを行うシステムとな
っている。マッチング結果をもとに、双方の担
当者同士が連絡を取り合い、患者情報を共有し
ながら入退院に向けての準備が図られている。
また、当システムは“医療機関情報マップシス
テム”と連動したシステムとなっており、転院
先医療機関情報を瞬時に取り出して患者等に渡
すことが可能となっている。
現在、当システムはベッドを有する医療機関

のサポート機能を中心に構築されているが、将
来的には、急性期から慢性期までの医療供給体
制の構築、並びに在宅患者にも対応できるシス
テムへの拡充が検討されている。

（7）「診療支援ソフト“診療工房”の紹介」

富山市医師会理事の吉山泉先生より、「診療
支援ソフト“診療工房”の紹介」と題した講演
が行われた。
富山市医師会では、診療支援ソフト“診療工

房”を開発し、平成15年11月より会員向けに

配布が行われている。平成18年11月時点で、
富山市医師会会員を中心に富山県内の95医療
機関で使用されており、また福井市医師会、宮
崎県都城医師会でもシステム採用され、計180
余の医療機関で使用されている。
当ソフトは、検査ビューアーソフトと画像フ

ァイリングソフト、紹介状等の医療連携補助機
能を持っており、診療支援ソフトとして単独で
も使用できるし、電子カルテの検査データ及び
画像管理部分として使用することも可能となっ
ている。
富山県下では、富山市医師会検査センターを

含む6つの検査センターで当ソフトが活用され
ており、各検査センターから提供された検査デ
ータは医師会サーバに転送され、医師会サーバ
内のプログラムによって自動的に送信用のフォ
ーマットに変換されそのままメールサーバに送
信される。医師会サーバにはデータの蓄積は無
く情報漏洩の危険性が回避されている。
今後、当ソフトにおいて、過去のデータと現

在のデータをシームレスに一元管理できるよう
なシステム構成が検討されている。

（8）「岐阜市における日本医師会認証局実証実

験について」

岐阜県医師会情報処理委員会委員の越野陽介
先生より、「岐阜市における日本医師会認証局実
証実験について」と題した講演が行われた。
岐阜市医師会では、日医が、電子カルテや電

子紹介状における会員医師の署名及び認証を行
うために構築した日医認証局（HPKIに準拠）
の実証実験を2006年2月から3ヶ月間行ってい
る。実証実験には診療所22施設、病院6施設の
計28医療機関が参加されている。
実証実験は、日医認証局医師電子署名サーバ

へ必要ファイルをアップロードすると、タイムス
タンプやICカード内のHPKI証明書に基づいて
署名が行われ、署名済みファイルはダウンロー
ド後、日医から提供された署名確認用プラグイ
ンを組み込んだAcrobat Readerで読み込み、医
師の署名を確認するという内容で行われている。
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実証実験後に行ったアンケート調査では、送
信症例数85例の成功率は95.2％となっており、
回答した医師の91％は今回の電子紹介状を有
用であるとされている。

今後、介護保険主治医意見書や電子サマリー
等への対応、医師会イントラネット内への電子
署名システムの設置等について検討する必要が
あると考えられている。

印象記

常任理事　大山　朝賢

EHR（Electronic Health Record）
EHRは耳慣れない言葉であるが、ヨーロッパやカナダでは日常茶飯事で、EMR（電子カルテ）

と対峙している。EMRが同一経営組織内の医療情報であれば、HERは地域レベル、国レベルで
の共有「医療情報」といえよう。特定健診・特定保健指導が平成20年から導入されるが、その地
域レベルでの共有「医療情報」システムはすでに先進国では確立され、米国を除く多くが国の社
会プログラムとして組み込んでいる。その先進国のいずれかの国のシステムをモデルとしてわが
国の共有「医療情報」システムは作られると思うが、医師会の関わり方や国の姿勢が気になると
いうことをパネリストの発言やフロアからの質問にはっきりありました。
共有「医療情報」としての電子カルテ共有モデル事業は、数年前から各地で立ち上げられてい

る。よそ目には華々しくかつ格好よくみえるが、実際には運用面での資金調達に難渋し、約半数
は休止状態に入っているという。しかし今回の発表では資金面で苦労しながらでも着実に成果を
挙げ、テリトリーを拡大しつつある所や、これからまさに立ち上げようとしているところの発表
が聞けて有意義であった。レセプトのオンライン化に各病院が向かっていく中で、本県でも電子
カルテ共有モデル事業は約1億円の資金があれば立ち上げられそうである。
今回の事務局情報担当セッションの報告を興味深く拝聴した。コンピューターの設備投資に資

金がいるが、節約もできる。事務局は設備投資の際、医師会長に節約面をもっとアピールすべき
であると思った。

印象記

理事　今山　裕康

今回の協議会の第一印象は“担当理事あるいは関わっている人達だけが熱くなっている協議会”
というものである。議論に参加している会員は非常な情熱を持っていることはヒシヒシと伝わっ
てきた。しかし、EHR（Electronic Health Record）（今回初めて知った概念）、地域ネットワーク
システム、情報ネットワーク作りなどIT化が必要な理由が、現在の日本の医療情報システムが欧
米に遅れているので、それに追いつかねばならないというものであり、“何かちがうのではない
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か？”と違和感を憶えるとともに寂しいやら恐いような不思議な感じがした。即ち、最も基本に
あるべき事に関して、議論がつくされているかどうかが非常に曖昧のままに事業が展開（推進）
されようとしているのではないかという疑問があり、討論の中で指摘する先生もいたが、今ひと
つはっきりしなかった。このままでは患者からの視点、国民からの視点、医師あるいは医療機関
からの視点、行政からの視点といった議論に欠けているように思われ、さらに情報の提供、共有
にばかり目が行き、患者不在の情報共有化が進められようとしていることは、非常に危険ではな
いかと考える。
IT化には、相手が見えず、ただ様々のデータだけが行き来し、しかも簡単に集積出来ることへ

の無気味さを持っている。そういった意味で行政や医療機関側だけでなく、患者代表、住民代表
が参加した議論を尽くし、国民的合意のもとに行うべきである。医療情報のネットワーク構築の
問題は、IT化時代、流れに逆らうことの出来ないものかもしれないが、目的、方法論、費用負担
等の議論において、患者不在、国民不在の議論にならないようにしなければならない。そのよう
な意味で、常にオープンな議論と情報公開の重要性を再認識するとともに、医師会として、国民
に向けた情報の提供に努力すべきであると思われる。
ところで、現時点で構築されようとしている医療情報ネットワークで最も考慮すべき点は、患

者と医療情報が乖離していることで、患者の知らないネットワーク内でデータだけが行き来し、
閲覧出来るということで、非常に危険な状況と考えられる。私の個人的意見ですが、現代の技術
で最も実現の可能性があるのは、患者自身に情報を常に持ち歩いてもらうことではないかと考え
る。そうすれば、個人情報のこと、セキュリティーの問題、データの集積、管理の問題も、おの
ずと解決出来るのではないかと思う。個人情報保護法、守秘義務等、個人のプライバシーを大切
にする時代にあって、IT化はそれに逆行するテクノロジーになり得ることを常に念頭に国民的合
意を得ることが最重要で、その決定プロセスを明らかにすることもまた重要と考える。
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平成18年度学校医講習会が、2月24日（土）
に日本医師会館大講堂で開催されました。詳細
は日本医師会雑誌に報告されますので、ここで
は簡単に報告いたします。プログラムは下記の
通りです。内田健夫常任理事の司会で開会し、
唐澤祥人会長の挨拶、植松治雄日本学校保健会
会長（代読内藤昭三専務理事）の来賓挨拶の
後、4題の講演が行われました。
講演1は文部科学省スポーツ・青少年局学校

健康教育課専門官の岡田就将先生で、「最近の
学校健康教育行政の課題について」と題して講
演されました。平成18年度学校保健統計調査結
果速報については、肥満傾向児はここ10年間は
緩やかに増加し、10％前後、気管支喘息児は増
加傾向で3％前後となっている。学校の定期健
康診断についてはプライバシー保護に務めるこ
と、また、肥満の測定法がローレル指数から肥
満度へ変わり、標準体重の120％超を肥満とす
る。学校の伝染病対策については新型インフル
エンザは第1種感染症へ変わり、また結核検診
を見直す可能性がある。個別の課題については
心の健康づくりを推進すること。学校・地域保
健連絡推進事業については専門医（精神科、産
婦人科、整形外科、皮膚科等）の必要性を述べ
た。今後の学校保健は身体中心から精神・心へ
と変わり、生活習慣病も重要となり、同時に根
拠に基づく対応の必要性を強調された。
講演2は東京大学大学院教育学研究科の衛藤

隆先生で、「健康教育の最近の動向――海外で
進む健康促進学校の理念と実践」と題して講演
されました。ヘルスプロモーション（健康促
進）学校の概念を述べ、健康教育は従来の疾病
指向から健康指向へ変化していると述べられ

た。また、イギリス、香港、タイなどの世界の
ヘルスプロモーション学校の状況についても述
べられた。
講演3は山口県精神保健福祉センター所長の

川野通英先生で、「学校危機管理と心のケア」
と題して講演されました。学校における事故・
事件に対応する学校危機対応システムには教育
委員会主導型、臨床心理士主導型、外部独立主
導型があり、山口県では外部独立主導型で医
師、臨床心理士、精神保健福祉士、保健師、看
護師等6～20名前後からなるCRT（クライシ
ス・レスポンス・チーム）を結成した。CRTは
中規模レベル以上の学校危機で出動し、最大3
日間のみ、アフターケアなしで、校長へのアド
バイス、一般教職員へのアドバイス、保護者
会、遺族、葬儀への関わり、子どもと保護者の
個別ケア、マスコミ対応サポートなどを行い、
年に数回の出動実績を報告された。学校医には
直後の応急処置や保健室への支援、搬送医療機
関との調整、その後は身体の症状への処置、ア
ドバイス、精神科への紹介など、さらに平時か
ら急性ストレス反応のケアについての啓発を期
待していることを述べられた。
講演4は東洋英和女学院大学人間科学部教授

の山田和夫先生で、「青少年のうつ病と社会不
安障害」と題して講演されました。まず、いじ
め自殺はなく、うつ病になるため自殺してしま
うことを述べ、最近の子どもの13％がうつ病予
備軍、1～4％に発病しているとの報告がある
と紹介された。高校生のうつ病も急増してお
り、現代の青少年は挫折、いじめ、ストレスに
弱く、うつ病になりやすく、挫折うつ病と名付
けられた。この時期のうつ病の症状として朝起

平成18年度学校医講習会報告及び印象記

理事　野原　薫
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きれない、倦怠感、億劫さ、興味・関心の減
退、日内変動は成人同様であるが、食欲は比較
的保たれていることが成人と異なっており、ま
た、抗うつ剤（SNRI 、SSRI）によく反応し、
3，4ヶ月で改善することが多いと述べられまし
た。上がり症（社会不安障害）問題では、日本
人の半数は上がり症で、就職などの面接で失
敗、NEET、引きこもりに発展すること、ひき
こもりの多くは社会不安障害に回避性パーソナ
リティー障害も加わっていると述べ、上がり症
も抗うつ剤（SSRI）の服用で完治することを述
べられた。
講演の後、内田健夫常任理事の閉会で終了と

なりました。

今回の講習会では、山田和夫先生のうつ病の
講演が印象的で、「いじめは無くならないが、う
つ病を発見し治療すればいじめ自殺はなくな
る！」ことや思春期妄想症による自殺でいじめと
間違われた事例など、大いに勉強になりました。
この学校医講習会は日本学校保健・学校医大

会と比べて内容がコンパクトで充実しており、
時間に追われている我々開業医（多くの学校
医）にとっては大いに役に立つと思われまし
た。ただ、インフルエンザ流行期の2月下旬の
土曜日に開催されることには疑問で、将来、開
催時期を検討して欲しいと思いました。

時　間 
10：00～10：10 
 
 
 
10：10～10：40 
 
 
 
 
 
10：40～11：40 
 
 
 
 
 
 
11：40～12：40 
 
12：40～13：40 
 
 
 
 
13：40～13：50 
 
13：50～14：50 
 
 
 
 
14：50

講　　習　　内　　容 
開　　会：内田　健夫（日本医師会常任理事） 
挨　　拶：唐澤　　人（日本医師会会長） 
来賓挨拶：植松　治雄（日本学校保健会会長） 
 
 1． 講演 
　 座長：内田　健夫（日本医師会常任理事） 
　  「最近の学校健康教育行政の課題について」 
　　　　　岡田　就将（文部科学省スポーツ・ 
　　　　　　　　　　　　　　　青少年局学校健康教育課専門官） 
 
 2． 講演 
 座長：内田　健夫（日本医師会常任理事） 
　  「健康教育の最近の動向－海外で進む健康促進学校の理念と実 
 践－」 
　　　　　衞藤　　隆（東京大学大学院教育学研究科総合教育科学　
　　　　　　　　　　専攻身体教育学コース健康教育学分野教授） 
 
　休憩（昼食） 
  
3．  講演 
 座長：井藤　尚之（日本医師会学校保健委員会副委員長） 
　  「学校危機管理と心のケア」 
　　　　　河野　通英（山口県精神保健福祉センター所長） 
 
　休憩 
 
 4． 講演 
 座長：佐藤　泰司（日本医師会学校保健委員会副委員長） 
　 「青少年のうつ病と社会不安障害」 
　　　　　山田　和夫（東洋英和女学院大学人間科学部教授） 
 
閉　　会：内田　健夫（日本医師会常任理事） 

　平成18年度学校医講習会プログラム 
開催日：平成19年2月24日（土） 
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印象記

今帰仁診療所　石川　清和

学校の現場では喫煙、不登校、多動障害などの行動障害、朝食の欠食を含めた食事の問題、自
殺など多くの問題を抱えている。学校保健医としての12年間の活動を反省し、今後どのように取
り組むべきか再考するために参加した。
CRTについて

CRTとは Crisis response team のことで、小中高校で事件・事故が発生し多くの子供達に心
的外傷が発生しかねないときに駆けつける心のレスキュー隊である。北部地区で起こった事件と
して中学生連れ去り殺人事件、小学生集団事故死、突然死、自殺などがある。教育現場でこの様
な事件が起きると子供達の精神的動揺、教師・親は不安に陥り、さらに多くのマスコミの取材合
戦で二次被害をもたらし学校現場は混乱する。このようなときに駆けつけ、マスコミへの対応や
子供達の心のケアを行うのがCRTである。県毎のCRTの結成が進んでおり沖縄でも是非設置して
欲しい機関である。（詳しくは山口県のCRTのホームページを）
青少年のうつ病と社会不安障害について

2005年の北海道の小中生3,000人の調査で13％にうつ病のリスクを有し小学生の1.6％、中学生
の4.6％がうつ病を発病していると報告されている。やる気がない、それまで楽しんでやっていた
ことに興味を失う、体がだるい、めまい、頭痛などを訴え、朝はつらいが午後からは元気になる
（日内変動のある）等の身体症状を訴える子供たちにはうつ病に罹っているケースがあり、抗うつ
病薬を投与すると改善する。うつ病があるといじめなどをきっかけに自殺したり、あるいはいじ
めがきっかけになりうつ病になり、自殺に走ることもある。
社会不安障害

上がり症が原因で面接に失敗したり、異性と交際できない等で引きこもりになってしまうこと
がある。男性に多いが確実に増加している。上がり症は坑うつ剤のFluvoxamineで治療できる。
日本人の46％は上がり症だが、その内の13％は日常生活に支障が出ている。引きこもりになる前
に、中高生の時に上がり症を治しておくのが引きこもりを予防するためにも必要である。中高年
管理職の上がり症（人前で話をするのが苦手という方）にもFluvoxamineは効果がある。

今回はテーマになかった肥満、生活習慣病予備軍の増加、アレルギー疾患、多動児、学習障害
児の増加、かっとなって殺人などを犯す衝動的行動など、子供たちの問題にはいろんな要因が重
なっていると考えられる
1．食事の問題　NHKスペシャル「それでも、好きなものだけ食べさせますか」を編集した本を
読むと子供たちの食事の偏りが見えてくる。これは取り上げられた学校だけでなく、日本中の
子供たちの実像だと考えられる。孤食から自分の好きなものだけ食べるようになることが多い。
子供たちの健康を願う親でさえ、偏った食事が問題あると分かっていても好きなものだけ食べ
させているケースもある。成長盛りの子供たちに3大栄養素の偏り、ビタミン、ミネラルの不足
があると正常に発達しなくなるのは当然ではないだろうか？近年「成人病胎児期発病説：Fetal
origins of adult disease FOAD」が唱えられ食習慣に問題のある若い世代の出産がさらに子供達
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の生活習慣病　の増加に拍車をかけているとする学説もある。
2．「食品の裏側」を書いた阿部司氏によると日本人は、年間に4～5kgの食品添加物を摂取してい
るという。安い、きれい、はやい、長持ちする、美味しい（味が濃い）を消費者が求めたため
に、私たちは添加物にまみれた食品をとり子供達でさえ、年間4～5Kg（それ以上？）とってい
るのである。果糖が大量に入った飲み物を飲めば興奮状態になり（ディーゼル車にガソリンを
入れるようなもの）、燃料が切れる（血糖が下がる）とおとなしくなる。砂糖の摂取過剰は成績
の悪さ、情緒不安定、過活動等を引き起こすという報告もある。また、阿部先生によるとコン
ビニの残飯ばかりをあげた25頭の豚は殆どが死産したという。
私たちは早急に自分や子供達の食事・食品を見直す必要がある。

3．小中高生は1～2ヶ月という短期間（数回）の喫煙で習慣性になる事がある。ニコチンパッチに
よる治療では4～5枚で習慣性から離脱できるが、再喫煙することが多く、家庭・学校・社会全
体で取り組む必要がある。高校生の喫煙経験率は男子40％、女子20％といわれ早急な取り組み
が必要である。
今回の講習はわずか4時間で多くの問題を抱える校医としては物足りないものであった。殺人、

学級崩壊、喫煙、深夜徘徊、引きこもりなど現代社会の抱える多くの問題は子供達の教育を含め、
社会全体で考えなければ解決できない。子供達の健全な成長を目指して私たち医師も、専門家と
しての立場から共育していかなければならないと思う。

印象記

まちだ小児科　町田　孝

2月24日、日本医師会の主催する学校医講習会を受講する機会を得ました。
一番印象深かったのは、産科医療と小児医療の危機について多くのデータが示された事です。

特に産婦人科医の減少や高齢化、お産を扱う施設の減少などはよく耳にしていたのですが、ここ
数年のデータを見せられると「安心して子どもを産む事ができない世の中」が訪れつつある事を
強く実感させられました。
山口県精神保健福祉センター所長の河野通英先生「学校危機管理と心のケア」という話も非常

に興味深く聞きました。「CRT：crisis responce team」というのは学校を舞台とした事件、事故
などの際に緊急に学校現場に出向き、教職員のサポートやマスコミへの対応などを行う危機対応
システムとの事ですが、その中でも外部独立チームというスタイルを持つ山口県の紹介でした。心
に大きなトラウマを残すような重大事件はいつどこで起きてもおかしくありませんが、その時に
迅速に対応できるよう専門家集団がスタンバイしているということでした。
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平成18年度母子保健講習会が、2月25日
（日）に日本医師会会館で開催されました。今
年度から従来の乳幼児保健講習会から母子保健
講習会へと変更になりました。本講習会の詳細
は日本医師会雑誌に掲載されますので、ここで
は簡単に報告いたします。プログラムは下記の
通りです。
今村定臣常任理事の開会宣言の後、唐澤祥人

会長の挨拶、伊吹文明文部科学大臣（代読）、
柳澤伯夫厚生労働大臣（代読）の来賓挨拶があ
りました。その後、午前は2題の講演がありま
した。
講演1は北里大学産婦人科教授の海野信也先生
が「産科医療の現状と改革への提言」と題して
講演されました。産婦人科医や分娩取扱施設の
減少は以前からあり、診療所産科医の高齢化、
女性医師の増加、産科から婦人科領域へのシフ
トなどが加わり、更にハイリスクの高年齢出産
が増加している。特に常時24時間対応の問題
と産科医療紛争の問題が本質的問題であり、医
療事故の合理的な原因究明・紛争解決、勤務医
の勤務・雇用条件の改善、更には当面は看護師
内診の許容など、制度改革を求めていると述べ
られました。
講演2は日本小児科学会会長の別所文雄先生

が「小児医療の現状と改革への提言」と題して
講演されました。1日24時間、365日、小児科
専門医に診てもらいたいという患者の要求に基
づいて、夜間・休日については病院小児科を中
心に供給を行っている現状で、このことが病院
小児科勤務医の疲弊の原因となっていると報
告。今後、安全で質の高い小児医療を提供する
ためには、集約化・重点化などによる勤務体制

の見直しや役割の明確化、適正な小児科医師数
の算定など、小児科医が適切な労働環境に置か
れる必要があると述べられました。
午後は6題のシンポジウムがありました。
シンポジウム1は常任理事、元順天堂大学産

婦人科教授の木下勝之先生で、テーマは「新医
師確保総合対策等を通しての産科医療支援の具
体的施策」でした。産科診療所の20％は今後、
分娩を取り止める予定で、卒後5年の産科若手
医師の25％は産科診療を続けたくないと回答
していると報告し、ゆとりの勤務態勢、待遇改
善、産科医師及び助産師、看護師の確保の必要
性を述べられました。日医としては現在、看護
師の内診問題では厚生労働省と交渉中であるこ
と、産科医療による訴訟の増加に対しては脳性
麻痺における無過失補償制度の立ち上げ、医療
事故への刑事司法の介入に対しては異常死の届
け先を公の第三者審査機関（設立）へ行うこと
など、取り組んでいることを報告されました。
シンポジウム2は茨城県医師会常任理事の石

渡勇先生で、テーマは「産科医不足に対応した
周産期医療確保のための地域の取組」でした。
茨城県医師会及び産婦人科医会の取組を報告し
ました。分娩医療機関を減らさないこと、産科
医・助産師バンクの設立、行政との連携、県民
への啓発などです。
シンポジウム3は横浜市立大学小児科教授の

横田俊平先生で、テーマは「より良い予防接種
体制をめざして～日本版ACIP設立の必要性」
でした。現状の日本の予防接種行政には多くの
問題点があり、改善策として日本版ACIP
（Advisory Committee on Immunization
Practices；予防接種の実施に関する諮問委員

平成18年度母子保健講習会報告及び印象記

理事　野原　薫
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会）を設立し、専門家、接種医、国民の意見を
反映させ、予防接種事業を行うことを提案しま
した。
シンポジウム4は福島県医師会副会長の菊池

辰夫先生で、テーマは「乳幼児健康支援一時預
かり事業の現状と発展のために」でした。乳幼
児健康支援一時預かり事業を必要としている親
子は今後増加すると予想されているが、施設内
感染防止対策、当日キャンセルの対応などで経
営的に厳しい問題があり、更なる行政の財政支
援の必要があると報告されました。
シンポジウム5は東京都小石川医師会理事で

小児科医の内海裕美先生で、テーマは「地域に
おける子育て支援の実践～小石川医師会子育て
支援セミナー」でした。小石川医師会主催の子
育て支援セミナーを紹介し、その有用性を報告
すると共に、全国の各地区医師会がこのような
子育て支援事業を展開していくことを呼びかけ
ました。
シンポジウム6は大分県医師会常任理事で大

分こども病院院長の藤本保先生で、テーマは
「ペリネイタル・ビジット事業について～大分県
の取組」でした。行政から委託を受けて、「おな

かの中にいるときからの育児支援」ということ
で産科医、小児科医、保健師がタイアップし、
妊産婦の育児不安を解消し、子どものかかりつ
け医を確保することを目的とした事業で、その
事業が成功していることを報告しました。
その後、シンポジストとフロア間で活発な意

見交換が行われ、最後に今村定臣常任理事の閉
会の挨拶で終了となりました。

今回から乳幼児保健講習会から母子保健講習
会へと変わり、産婦人科の先生も参加するよう
になりました。産科領域では産科医不足の問
題、警察の介入問題、助産師不足及び看護師の
内診問題などと山積みですが、元大学産婦人科
教授の木下勝之常任理事を中心に、医師会が先
頭に立ってこれらの諸問題を解決することが期
待できるように思われました。小児科領域でも
小児科学会、小児科医会、医師会が力を合わせ
ればより良い小児医療の構築が可能と思われま
した。
次回からは県内からも産婦人科医の参加を期

待しております。

「若手コーナー」（1,500字程度）の原稿を随時、募集い
たします。開業顛末記、今後の進路を決める先生方へのアドバイ
ス等についてご寄稿下さい。
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10：00 
 
 
 
 
10：15～11：55 
 
 
 
 

（50分） 
 

（50分） 
 
 
11：55～12：55 
 
12：55～16：00 
 
 
 
 
 

（各25分） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（35分） 
 
16：00

開会 
東郷司会：今村　定臣（日本医師会常任理事） 
1．挨　　拶　唐澤　　人（日本医師会会長） 
2．来賓挨拶　伊吹　文明（文部科学大臣） 
　　　　　　  柳澤　伯夫（厚生労働大臣） 
3．講演 
　　　　　　  座長：和氣　　夫（九州大学医学部産婦人科教授・日医母子 
　　　　　　　　　　　　　　　  保健検討委員会委員） 
　　　　　　　　  　保科　　清（日本小児科医会会長・日医母子保健検討 
　　　　　　　　　　　　　　　  委員会委員） 
1）産科医療の現状と改革への提言 
　　海野　信也（北里大学産婦人科学教授） 
2）小児医療の現状と改革への提言 
　　別所　文雄（日本小児科学会会長・杏林大学医学部小児科教授） 
 

昼食・休憩 
 
4．シンポジウム 
　　　　　　  座長：池田　琢哉（鹿児島県医師会副会長・日医母子保健検 
　　　　　　　　　　　　　　　  討委員会委員） 
　　　　　　　　　  樋口　正俊（元東京都医師会理事・日医母子保健検討 
　　　　　　　　　　　　　　　  委員会委員） 

テーマ「親子が育つ医師会の地域づくり」 

1）新医師確保総合対策等を通しての産科医療支援の具体的施策 
　　木下　勝之（日本医師会常任理事） 
2）産科医不足に対応した周産期医療確保のための地域の取組 
　　石渡　　勇（茨城県医師会常任理事・日医母子保健検討委員会委員） 
3）より良い予防接種体制をめざして～日本版ACIP設立の必要性 
　　横田　俊平（横浜市立大学大学院医学研究科発生成育小児医療学教授） 
4）乳幼児健康支援一時預かり事業の現状と発展のために 
　　菊地　辰夫（福島県医師会副会長） 
5）地域における子育て支援の実践～小石川医師会子育てセミナー 
　　内海　裕美（東京都小石川医師会理事・日医母子保健検討委員会委員） 
6）ペリネイタル・ビジット事業について～大分県の取組 
　　藤本　　保（大分県医師会常任理事） 
討　　議 
 
閉　　会 

　平成18年度母子保健講習会プログラム 
メインテーマ「子ども支援日本医師会宣言の実現を目指して」 

開催日：平成19年2月25日（日） 

 

時　間 内　　容 



2007沖縄医報 Vol.43  No.5
報　　告

－69（457）－

印象記

ぐしこどもクリニック　具志　一男

平成19年2月25日、日本医師会主催の平成18年度母子保健講習会に参加した。メインテーマは
「子ども支援日本医師会宣言の実現を目指して」だが、午前の産科と小児科の講演はともに医療現
場の困窮を訴える内容であった。産科のほうが問題はより切実で、勤務時間もさることながら訴
訟にも備えなければならない。午後のシンポジウムでも産科医療支援、産科医師確保の演題であ
った。
小児科では、勤務時間と集約化の問題が取り上げられていた。沖縄では集約化はほぼ出来上が

っており、小児科医による救急の医療提供も全国的なレベルからすれば充実していると考えられ
る。しかし、診療報酬の低さから働いただけの収益が上がらず、また、公立病院においては定員
の問題から受診に見合うだけの人数配置ができていない。より重症な患者さんに対応できるよう
な体制を作るには、内容に見合うだけの報酬、人員を確保できなくてはならないだろう。それが
実現できないなら、時間外のプライマリ・ケアや救急は、諸外国のように救急医や研修医、総合
開業医に委ねるしかないのではないだろうか。
午後のシンポジウムでは、小児科からは予防接種のシステムも取り上げられていた。現在の日

本の予防接種体制は、本来の病気を予防するという立場ではなく、副反応のない接種、受ける側
が納得した接種に重きが置かれ、国内の病気の蔓延を十分防げていない。米国のように予防接種
により予防可能な感染症は、徹底して予防接種を行い、子どもを守ることが近代社会の指名であ
るという認識を持つ必要がある。
乳幼児健康支援一時預かり事業、いわゆる病児保育については、当院でも実施している観点か

ら非常に参考になった。利用者の季節による変動が激しく、感染症による少人数の隔離、予約者
の当日のキャンセルが多く利用数が安定しないなどの問題点が挙げられていた。
地区医師会による子育て支援セミナーの紹介があった。月1回、休診日の午後を利用した、参

加費無料のセミナーである。さまざまなテーマ（「子どもの事故防止」「こどもの病気」「予防接
種」「離乳食」「幼児の食事」「おむつはずし」「睡眠」「子どもとメディア」など）を取り上げ30
分くらいの講演を行う。子育て相談や絵本の読み聞かせもあるという盛りだくさんの内容だ。
ペリネイタル・ビジットに対する大分県の取り組みの紹介があった。初妊婦や要育児支援の経

産婦を対象とした事業で、産科から小児科の紹介による育児支援である。保健師のかかわりもあ
る。本事業は、遠隔地に里帰りする妊婦さんや里帰りしない妊婦、ハイリスク妊婦、育児困難を
訴える母などに有用であったとのことである。実施に当たっては、予算や時間など診療の現場で
はクリアしなければならない問題がいくつかあるが必要とする妊婦さんもおり、本県での導入も
検討に値すると思われる。
今回が、初めての参加であったが子育て支援に対する各地での取り組みを具体的に聞くことが

できた、充実した時間であった。
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印象記

まちだ小児科　町田　孝

2月25日、日本医師会の主催する母子保健講習会に参加しました。
予防接種についての横浜市立大学小児科の横田俊平先生の話は特に共感できるものでした。近

年、予防接種の現場の状況や接種を受ける子どもたちの利益を無視しているとしか思えない一方
的な制度改悪がくりかえされていて、そのために大きな混乱が起きていますが、このようなこと
がないように予防接種に関するさまざまな方針をきちんと話し合うための、米国のACIPのような
組織を日本にも作るべきであると言うお話でした。

東京都小石川医師会の内海裕美先生は医師会主催の子育て支援セミナーの紹介をして下さいま
した。子育て支援の原則として、①子育てする人を幸せにすること、②支援する気持ちがあれば、
誰でも、いつでも、どこでも、どんな形でも、と強調されていたのが心に残りました。

大分県医師会の藤本保先生は大分県のぺリネイタル・ビジット事業を紹介されました。この事
業の成功の鍵は「産婦人科の熱意とそれにこたえる小児科医の力量が問われる」との事でした。
大分県においては産婦人科と小児科の協力体制が充実している事が話の中からよくうかがわれ、
那覇市において予防接種の指導に関して、産科側と小児科側の連携がうまく機能している事を思
い出しました。形は違っていても連携が力を発揮するという点は同じだと感じました。

「発言席」のコーナー 
　会員の皆さまの御意見、主張を掲載いたします。

奮ってご投稿下さい。 



（内規は平成19年2月号（95ページ）に掲載） 
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講師に、日本医
師会前常任理事で
野中医院院長の野
中博先生をお招き
して「在宅におけ
る終末期患者への
対応～住み慣れた
地域で安心して暮

らすために～」と題して、ご講演いただいた。
講演の冒頭で、後期高齢者医療については、

後期高齢者の心身の特性等にふさわしい医療が
提供できるよう、現在、検討されている段階で
あると述べた。その重点項目としては、①ター

ミナルケアの在り方について国民的な合意の形
成を踏まえた終末期医療の評価、②在宅におけ
る日常的な医学管理から看取りまでの常時一貫
した対応が可能な主治医の普及、③在宅での看
取りまでの対応を推進するための、医師、看護
師、介護支援専門員、訪問介護員等の連携によ
る医療・介護サービスの提供、④在宅医療の補
完的な役割を担うものとしての、入院による包
括的なホスピスケアの普及、であるとした。
次に、医師並びに医療従事者が取り組む患者

への健康・生活支援に対する役割について説明
し、在宅医療は、「ただ単にハイテクな医療を
行うだけでなく、地域のすべての人々が、人間

在宅における終末期患者への対応に
関する講演会

副会長　小渡　敬

去る2月28日（水）ラグナガーデンホテルにおいて在宅における終末期患
者への対応に関する講演会を開催した。
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としての尊厳が尊重され、住み慣れた地域で最
愛の家族と地域の人々に囲まれながら、いつま
でも安心して暮らすことを医療・介護を通じて
支援する必要がある」とした。
在宅療養支援拠点については、在宅療養支援

診療所だけが在宅医療に従事すれば良いという
ことでなく、患者にとって一番大事なのは、
「なじみの医師」であることを強調された。
また、「地域を病棟へ」を目的とし、患者が

異常を覚えたときには、①患者・家族が訪問看
護STや医療機関へ電話連絡。②訪問看護師が
訪問。③訪問看護師が状況を把握し、必要であ
れば医師に連絡。④医師が訪問し診察。⑤訪問
看護師へ治療内容を指示する。というような在
宅での医療連携を行うべきであるとした。
さらに、疼痛を主訴とする患者が、自宅で日

常生活を送るためには、①入院中に主治医或い
は、専門医から提供されていた除痛法を継続す
る。②がんの進行に伴う痛みの強さや範囲の拡
大に対して鎮痛薬を調節する。③突然に強い疼
痛が生じた際、再入院医療や専門医との適切な

連携により対処する必要があると述べた。
生活習慣病予防や介護予防については、疾病

の早期発見や疾病の治療、重度化予防といった
二次・三次予防ではなく、健康づくりや疾病予
防、要介護状態になることの予防などの一次予
防から国民の健康を考えていくことが大切なこ
とであるとした。
最後に、在宅での看取りを成立させる要件と

して、多職種協働で患者を支援し、なじみの地
域でなじみの医師や看護師等の医療従事者が、
より良い医療を提供することが患者へ勇気を与
えることになると述べ、講演を締めくくった。
講演後、参加された医師や看護師から地域包

括支援センターの活用についての質問があり、
野中先生は「かかりつけ医が患者の生活機能が
低下していると判断したときに、総合的な相談
窓口機能である地域包括支援センターへ連絡を
するための様式を各地域の医師会が作成する
等、医師が地域包括支援センターを利用しやす
い環境をつくるべきである」とした。
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今回は急増する糖尿病性腎症によって増えて
きている慢性腎臓病について取り上げ、全国で
2番目に多いとされる沖縄の人工透析の現状を
何とか啓発したいと考えこのテーマと致しまし
た。人工透析は患者さん自身に多大な負担とな
り、社会生活において大きな障害となるだけで
なく、大きく考えれば国の医療財源を大きく圧
迫する原因ともなります。透析治療の回避の為
に違法な臓器売買が発展途上国において問題に
なっており、これは単に日本の医療に関わる問
題ではなく、社会問題、犯罪組織にも関与する
国際問題にも拡大していきます。しかし、そも
そもなぜ腎不全が生じるのか、人工透析という
ものがどういったものか、沖縄がいかに人工透

析患者が多いのかはあまりよく知られていない
のが現状です。
公開講座は今回も700人を超す聴衆でいっぱ

いとなり、健康に関する県民意識の向上がもは
やブームではなく、しっかりとした地盤を形成
しているのを感じました。
司会は私が務め、まず初めに、沖縄県医師会

から真栄田篤彦常任理事よりご挨拶を頂きまし
た。続いて仲宗根正県福祉保健部保健衛生統括
監にご挨拶いただき、進行を沖縄県立南部医療
センター・こども医療センター腎リウマチ科部
長の和氣亨先生にお願いし、いよいよ講演が始
まりました。
先ずは、和氣亨先生より腎臓の果たす役割と

第14回沖縄県医師会県民公開講座
ゆらぐ健康長寿おきなわ

慢性腎臓病～なぜ多い沖縄の腎不全～

理事　玉井　修
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解剖学的な位置など、講演内容の理解に必要な
事をわかりやすく解説して頂きました。引き続
き、「意外に多い慢性腎臓病」と題して、琉球
大学医学部血液浄化療法部助教授の井関邦敏
先生より御講演頂きました。講演の中で沖縄県
の腎不全が急激に増加し、特に糖尿病性腎症の
割合が多く、400人に1人が透析を受けている
現状は人口比で全国で2番目に多いというショ
ッキングなデータを示して頂きました。また透
析に導入される年齢が比較的若いのが特徴で、
その原因として糖尿病や高血圧などの継続加療
が充分になされていない可能性を指摘して頂き
ました。なんくるないさではどうにもならない
のですね。慢性腎臓病（Chronic Kidney
Disease）は、糖尿病をしっかりコントロール
し、血圧の厳重な管理を行うことで進行をくい
止める事ができます。医師もこの事に関してし
っかりと患者さん側に伝える義務がありそうで
す。引き続き「増え続ける糖尿病透析患者」と
題して、すながわ内科クリニック院長の砂川博
司先生より御講演頂きました。糖尿病の病期進
行によって徐々に腎機能が低下する事を解説し
て頂きました。自覚症状に乏しい時期にいかに
腎機能維持に関しての意識を持って頂くかが鍵
の様です。またメタボリック症候群に関しても
お話頂き、肥満がもたらす様々な問題がドミノ
倒しのように最終的には糖尿病や腎不全にいた
るという道筋をわかりやすく説明して頂きまし
た。はるか上流にある肥満の解消が肝要である
とお話して頂きました。次に「腎不全にならな
いために」と題して、豊見城中央病院副院長の
潮平芳樹先生より御講演頂きました。糖尿病治
療薬や降圧薬などの適切な使用により多くの慢
性腎臓病の加療が可能であり、集学的治療によ
って大きな治療効果が期待できる事をお話頂き
ました。また鎮痛剤や感冒薬の使用により腎機
能が悪化する事があり、腎機能が低下している
患者さんは服薬に関しては主治医とよく相談し
て欲しいとのアドバイスを頂きました。
講演終了後フロアからの質問用紙を回収して、

講演者をパネラーとしてパネルディスカッション

を行いました。和氣亨先生の巧みな進行で、和
気あいあいとした中、途中会場が笑いに包まれ
る事もあり時間が経つのも忘れておりました。
フロアからは、お酒は少しぐらいは良いのです
か？などの面白い質問もありましたが、昨今の
病期腎移植問題に関連して腎移植の現状につい
ての質問が多く寄せられていました。腎移植に
関しては今回多くの時間を割かず、後日その事
に関して別の講演会が計画されていると和氣亨
先生よりご案内がありました。フロアからは慢
性腎臓病（Chronic Kidney Disease）に関して
もっと県民に啓発すべきです、という有り難い
ご意見も頂戴しました。慢性腎臓病の存在を正
しく伝え、一人でも多くの腎不全患者を減らす
事が急務です。県民に慢性腎臓病を理解して貰
うための素地を作る必要性を感じました。
私自身も苦い経験があります。高血圧で通院

中の患者さんに、クレアチニンが上昇してきた
事を指摘して、しっかりと血圧のコントロール
をしないと腎不全になってゆくゆくは透析にな
ってしまいますよとムンテラしたら、血圧の治
療をして透析の話をするのはあなただけだと立
腹して、顔を真っ赤にしてその患者さんは帰っ
てしまいました。血圧の薬をもらいに来たの
に、透析になります等と縁起でもないことを言
うなということでしょう。医師は時に患者さん
に厳しい事を言わなくてはならないことがあり
ます。そんな時素直にその事に耳を傾けてもら
えるか、またはこの様に一気に信頼関係を破壊
してしまうかは日頃の人間関係に信頼が裏打ち
されている必要があります。広報活動は畑を耕
す事に似ています。どんなに種を蒔こうとも、
コンクリートの上では植物は育ちません。豊穣
な土地に蒔いて初めて植物は育ちます。県民公
開講座はそこに来場している人、また来場して
いる人の周辺にじわりじわりと医師の気持ちを
伝える重要な役目を担っていると思っていま
す。時に厳しいことを言わなくてはならない先
生方の真意が正しく伝わり、ひいては患者さん
に良い医療が届く為にもこの様な地道な広報活
動はあり続けたいと願っています。
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慢性腎臓病はどんな病気？

どこかで聞いたような気もする病名ですが、
実はほんの数年前に国際腎臓学会が提唱したば
かりの新しい病名で、英語のChronic Kidney
Disease（以下CKDと略）を日本語にしたもの
です。血液・尿・レントゲンなど腎臓の諸検査
で、何らかの異常が3ヶ月以上続けてみられる
状態がCKDで、例えば「去年の検診で蛋白尿
があり今年もまた蛋白尿といわれた」などは典
型的なCKDです。

慢性腎臓病って多いの？

急性・慢性の腎炎や、高血圧、糖尿病、動脈
硬化、膠原病、遺伝病などさまざまな病気が
CKDの原因です。CKDは進行度によってステ
ージ1から5に分けられ、そのうちステージ3以
上（腎機能が中等度以上に低下）の、放ってお
くと将来腎臓が悪くなる可能性のある人は、日
本人成人の20％弱、約2千万人と推定されてい
ます。詳しく知りたい方は、これからはじまる

井関邦敏先生のお話をお聞きください。

慢性腎臓病は治るの？

早期に発見されて適切な医療を受ければ、
CKDの大部分は治るかまたはそれ以上進行し
ません。それなのにCKDが問題になるのは、
この病気には自覚症状がなく治療の開始が遅れ
てしまう人が多いからです。いったん進行して
しまってからの治療は、進行を遅らせるのが精
一杯で、治すことは難しくなりますが、最近の
治療の進歩について、潮平芳樹先生のお話をお
聞きください。

糖尿病は何の関係があるの？

CKDが進行して透析を受ける方が全国で増
えています。その原因で一番多いのが実は糖尿
病なのです。糖尿病は早期発見して生活習慣を
改善し、必要な治療をしていれば透析にはなり
ませんが、現実には多くの方々が糖尿病合併症
である腎症になり、透析が必要になっていま
す。どうすれば合併症を起こさずにすむのか、
砂川博司先生のお話をお聞きください。

沖縄の腎不全（透析）の現状はこうです！

平成17年の沖縄県の透析患者は3,600人で、
県民百万人当たりの比較で全国6番目、同年一
年間で新たに透析を開始した新患者数496人は
全国2番目の多さでした。糖尿病がその半分近
くを占め、平均年齢が全国一若いのが特徴で
す。新患者が多いということはこれから患者数
が増加していくことを意味し、若くして透析に
なっているのは、十分な治療が行われず病気の
進行が早かったか、進行するまで放置されてい
たことを表しています。沖縄には糖尿病予備軍
というべき肥満者が極めて多い状況があり、こ
のままでは沖縄の腎不全患者は増え続けるばか
りです。

座長ごあいさつ

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
腎リウマチ科部長　和氣　亨

昭和53年　那覇高校卒
昭和59年　筑波大学医学専門学群卒
昭和63年　県立中部病院卒後臨床研修終了
昭和63年　県立宮古病院内科勤務
平成 3 年　県立八重山病院内科勤務
平成 5 年　県立南部病院内科勤務
平成18年　県立南部医療センター・こども医療センター 腎リウマチ科部長
所属学会：日本透析学会専門医

日本腎臓学会広報委員会沖縄県キーパースン
日本内科学会、リウマチ学会

講演の抄録
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ではどうすればいいの？

日本は世界で一番透析患者が多い国で、その
なかでも特に多い地区であるこの沖縄県が、世
界に先駆けて透析になる人を減らすことができ
れば、これからの世界のモデルになります。そ
のために必要なのは高度で最先端の医学や高額
な医療などではなく、①生活スタイルを見直し
て肥満を解消し、②検診を受けてCKDを早期
発見し、③腎不全にならないよう積極的に治療
することです。
本日の県民公開講座で学んだことを、ご家

族・ご友人、ひとりでも多くの方にお伝えくだ
さい。県民ひとりひとりが自分自身と自分の家
族の健康づくりに取り組めば、そう遠くない将
来沖縄の透析患者は減りはじめます。健康長寿
県の名誉を取り戻すことも夢ではありません。

いまなぜ慢性腎臓病か？世界の潮流

わが国は世界でも有数の透析大国であり、国
民の約500名に1人が透析を受けています（沖

縄ではさらに400人に1人です）。特に、糖尿病
による透析患者数は増加の一途をたどっていま
す（図1）。この背後には膨大な数の透析予備軍
である慢性腎臓病（CKD＝Chronic Kidney
Disease）患者が存在していることが最近明ら
かになりました。腎機能の指標である糸球体濾
過率（GFR=Glomerular Filtration Rate）が
60 ml/min/1.73m2未満（世界的な基準のステ
ージ3＝中程度の腎機能低下にあたる）の人口
は、20歳以上で全人口の約18％（約1800万
人）、50未満は4.3％（約420万人）と推計され
ます。血清クレアチニンが2mg/dl以上の方は
平均約5年で透析に移行しますが、2mg/dl以
上のCKD頻度は検診データ数の変動にもかか
わらず約0.2％前後（千人に2人）と一定です
（沖縄県総合保健協会の資料による）。
更に、循環器医の立場から、重要な指摘がな

されています。腎機能が悪ければ悪いほど
（CKDのステージが増加するほど）、心血管疾
患の発症危険度が高まるのです（心腎連関）。
これ以外にも、原因の如何を問わない総死亡
や、総入院も腎機能の低下の程度に従って高く
なることが大規模疫学調査によって明らかにな
っています。

CKD予備軍とは

CKDの発症には様々な原因がありますが、
もともと腎臓に原因がある場合と、糖尿病や肥
満に伴って2次的に起こってくるものがありま
す。特に高血圧、糖尿病や喫煙は心血管病発症
のリスクですが、CKDのリスクにもなります。

「意外に多い慢性腎臓病」
～早期発見・治療の重要性～

琉球大学医学部血液浄化療法部助教授　井関　邦敏

昭和49年 3 月27日 九州大学医学部卒業
昭和49年 5 月27日 福岡赤十字病院内科研修医
昭和50年 5 月19日 九州大学医学部附属病院（研修医）
昭和56年11月16日 九州大学医学部附属病院助手
昭和57年 7 月 1 日 米国、南カリフォルニア大学医学部腎臓部門
昭和62年 1 月16日 九州大学医学部附属病院第2内科（助手）
平成元年 4 月 1 日 琉球大学医学部附属病院第3内科（講師）
平成 7 年 5 月 1 日 琉球大学医学部附属病院血液浄化療法部（助教授）現在に

至る
資　格：認定内科医、認定透析医、認定透析指導医、認定腎臓専門医、認定腎臓

指導医
評議員：日本腎臓学会、日本透析医学会、日本高血圧学会
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CKDは多くの場合、自覚症状がなく尿異常か
ら始まり、徐々に腎機能が低下して末期腎不全
に進行します。CKDの後期になってからでは、
血圧や脂質のコントロールなども難しくなりま
すので、出来るだけ早期に発見し、治療するこ
とが重要です。これまでに報告された透析導入
の発症危険因子のなかで最も鋭敏で簡便な検索
法は試験紙法による検尿（蛋白尿）です。蛋白
尿の程度別（マイナスから3+以上までの5段
階）に透析導入例の発症率をみてみますと、蛋
白尿が多いほど高い事が分かります（図2）。高
齢になると腎機能が低下しますが、蛋白尿を伴
わなければ透析導入が必要になるほどは低下し
ません。検尿以外の項目では血圧が重要です。
血圧値は高いほど、性別に関係なく透析導入が
増えます。
高血圧は患者数が多いこと、降圧薬で治療可

能であることを考慮すると、血圧コントロ－ル
の重要性が伺えます。肥満は蛋白尿発症および
透析導入の有意な危険因子で、とくに男性にお
いて肥満の影響が大です。なぜ男女差があるの
か不明ですが、男性では女性に比し生活習慣、
治療コンプライアンスが悪いのではと考えられま
す。空腹時血糖値：126mg/dl以上では糖尿病の
可能性が高く、透析導入率も高くなります。

いま何が必要か？予防対策

CKDは進行すれば必要な薬物の数が増える
ばかりでなく、効果が限定されます。また心血
管疾患を発症すれば活動範囲が狭められ日常生
活の質が低下します。薬を処方されて、安心し
てはいけません。定められた治療目標にコント
ロールされているかどうか、定期的に経過をみ
てもらう必要があります。
世界腎臓デー（World Kidney Day）が2006

年度より制定され世界的規模で予防対策が模索
されています（毎年、3月の第2木曜日）。これ
にはCKD対策が専門医だけのものではなく、
一般医、コメディカル、患者、行政、保険者、
社会一般に広く認知・理解され、大きな運動と
ならなければ、透析や移植を必要とする腎不全

や心血管疾患などの合併症の予防・減少という
大目標を達成できない、という熱いメッセージ
が込められています。

「増え続ける糖尿病透析患者」
～その予防と治療～

すながわ内科クリニック院長　砂川　博司

＜取得資格＞
日本内科学会認定　内科専門医・指導医
日本糖尿病学会　　専門医・指導医
日本腎臓病学会　　専門医
日本透析学会　　　認定医・指導医
1983年 3 月 信州大学医学部医学科卒業
1993年 4 月 沖縄県立中部病院内科医長（腎臓病・糖尿病担当）
1995～96年 米国オレゴン州オレゴン・ヘルス・サイエンス大学医学部腎臓内科

留学
1999年 4 月 沖縄県立中部病院　内科副部長（腎臓病・糖尿病担当）
2003年 4 月 沖縄県立中部病院地域医療連携室長兼内科副部長
2006年 3 月 すながわ内科クリニック開院

本県における糖尿病患者数は6万人前後で、
その半数（約3万人）は未治療であるといわれ
ている。糖尿病予備軍を含めると患者数は20
万人前後と推測され、糖尿病の予防・早期発
見・早期治療は急務である。
一般に、空腹時血糖が126mg/dl以上または

随時血糖が200mg/dl以上、75gブドウ糖負荷
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試験で2時間後の血糖が200mg/dl以上あれば、
糖尿病と診断される。高血糖が持続すると様々
な臓器に障害が生じ、「糖尿病性合併症」を発
症する。代表的なものに腎臓に障害をきたす
「糖尿病性腎症」、失明のおそれのある「網膜
症」、手足にしびれや痛みを生じ、時には切断
にいたる「神経症」がある。糖尿病は特に細く
て小さな血管にダメージを与える病気である。
腎臓や網膜は細小血管が集中している臓器であ
るため、特に障害が起こりやすい。進行した症
状として、「網膜症」は眼のかすみや視力低下、
「神経症」は手足のしびれ、痛みなどがある。
しかし、「糖尿病性腎症」は蛋白尿が出ても自
覚症状が無く、下肢の浮腫（むくみ）が出ても
ひどいむくみでない限り重篤感がない。そのた
め治療への取り組みが遅くなる傾向にあり、腎
症患者数増加の一因となっている。
1998年、「糖尿病性腎症」は我が国透析導入

疾患第1位となったが、沖縄県ではこれより早

い1997年に1位となり、その後も増加の一途で
ある。2005年の透析導入患者数は全国で約
36,000人だったが、その42％を糖尿病性腎症
患者が占めていた。導入時の平均年齢は64.9
歳。全透析患者約26万人の31.4％は糖尿病性
腎症患者である。
本講座では、はじめに糖尿病性腎症について

以下の項目に沿って説明する。
（1）糖尿病性腎症とは？
（2）なぜ糖尿病で腎障害がおこるのか？
（3）糖尿病性腎障害がなぜ問題になるのか？
（4）糖尿病性腎障害を早く発見する方法は？
（5）糖尿病性腎障害の進展予防と治療法は？
次に今話題のメタボリックシンドロームを通

して、腎症の発症要因である糖尿病予防につい
て考える。さらに、過食、肥満（内臓肥満）、
運動不足が糖尿病のみならず、高血圧・高脂血
症・腎臓病の発症に大きく関与していることを
確認していく。
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腎臓病は検診で蛋白尿や腎機能低下（血液検
査）がわかる程度で、血圧の上昇や足のむくみ
で気づく事もありますが、実際はかなり進行す
るまで自覚症状はない事が多いです。それで腎
臓病と疑われたり、あるいは検診で腎臓病を指
摘された場合、検査や治療をきちんと受けるこ
とが重要です。腎臓を悪くならないようにする
ためには、腎臓病の患者さんがきちんと通院し
て治療を受けているか、あるいはクリニックや

病院で適切な治療を提供されているかの2点が
大事です。
まず、はじめに腎臓病の診断と病期、あるい

は重症度を確定する検査をします。初期には血
液検査、尿検査、必要に応じて腎生検（腎臓の
組織を調べる検査）を行います。腎炎の治療と
しては副腎皮質ホルモンや免疫抑制薬などが使
われます。腎機能が正常の半分以下になってき
ますと（保存期腎不全と言います）、これらの
薬はあまり効かなくなってきます。この時期以
降の治療の良し悪しが腎臓の寿命を決めてしま
います。塩分制限（1日6～7g）、肥満予防（と
くに本県では重要課題）、禁煙、適度な運動が
基本です。腎機能が30％以下になってきます
と、蛋白制限（1日0.6～0.8g/kg）も必要にな
ってきます。推奨される治療は①血圧は
130/80mmHg以下を目標とし、ACE阻害薬や
アンギオテンシン受容体拮抗薬、長時間作用型
のカルシウム拮抗薬などの降圧薬が推奨されて
います。②糖尿病の方は空腹時血糖110mg/dl
以下、食後血糖180mg/dl以下、HbA1c 6.5％
以下、③高脂血症（LDLコレステロール
100mg/dl以下目標）、④高尿酸血症（6mg/dl
以下目標）、⑤貧血の是正、⑥経口吸着薬など
があります。その他の注意事項としては、鎮痛
剤や感冒薬などは腎機能を低下させる事があ
り、注意が必要です。
腎臓病を疑われたり、指摘されたら、放置せ

ず是非かかりつけの先生か腎臓専門医に相談し
て下さい。

「腎不全にならないために」

豊見城中央病院副院長　潮平　芳樹

＜資格＞
内科専門医・指導医
腎臓内科専門医・指導医
透析専門医・指導医
リウマチ登録医・リウマチ専門医
＜評議員＞
日本腎臓学会評議員
日本透析学会評議員
日本リウマチ学会評議員
日本内科学会九州支部評議員
1980年 千葉大学医学部卒業
1985～97年 県立中部病院内科勤務
1989年 東京女子医大にて腎移植研修、名古屋

市立大学第3内科にて腎移植病理研修
1992～93年 オレゴン健康科学大学腎臓内科及び

腎移植部門留学
（Oregon Health Sciences University）

1997年～ 県立那覇病院内科勤務
1999年～ 豊見城中央病院内科勤務
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沖縄県交通遺児健全育成資金の造成の為、本
会では、沖縄県歯科医師会・沖縄県薬剤師会・
沖縄県看護協会と協力して、募金活動を行って
まいりました。
この度、平成18年度の募金がまとまりました

ので、去る平成19年3月6日（火）に下記のとお
り沖縄県交通遺児育成会へ贈呈いたしました。
同育成会への募金は、平成2年度から平成11

年度までは会員によるチャリティー写真展を開
催し、その売上金を寄付しておりました。平成
12年度からは、会員施設に募金箱を設置してい
ただき、その募金額を贈呈しております。沖縄
県交通遺児育成会へのこれまでの募金額は
12,055,032円となっております。
募金にご協力いただきました会員の皆様へ厚

く感謝申し上げ、ご報告といたします。
なお、交通遺児育成募金事業は、今後も継続

いたしますので募金箱の設置について引き続き
ご協力をお願い致します。
また、募金箱を設置していない医療機関にお

いては、是非ともこの主旨にご賛同いただき、
募金箱の設置について本会事務局へご連絡下さ
いますようお願い申し上げます。

記

沖縄県交通遺児育成募金贈呈式

日　時　平成19年3月6日（火）午後2時～
場　所　琉球新報社（9階　社長室）
募金額　沖縄県医師会 457,266円

沖縄県歯科医師会 50,000円
沖縄県薬剤師会 75,000円
沖縄県看護協会 50,000円
合　　計 632,266円

沖縄県交通遺児育成募金の贈呈について

会長　宮城　信雄


